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２．総合計画推進上の重要課題に対応した政策提案 

改定後の総合計画に示した政策の具現化に向けてさらなる検討を要するテーマを取り上げ、調査

研究を行った。 

１．総合計画改定業務への参画 

 上越市第 5 次総合計画の改定作業に直接参画するとともに、計画策定に必要な基礎資料の提供を

行った。 

 

上越市創造行政研究所 平成 19 年度事業概要（総括） 

 

平成 19 年度は、まちづくりに関するすべての政策・施策を網羅する「上越市第 5 次総合計画」の改

定を業務の機軸に据え、同計画の改定業務に参画するとともに、その中で提示した政策の推進や課題

の解決に資する内容について、中長期的、総合的な視点から政策提案を行うための調査研究に着手した。 

 

○ 上越市第 5 次総合計画（改定版）の策定 （担当：企画政策課）     ⇒ p.8-19 

   厳しい社会経済情勢を背景とした地方分権社会においては、市としての政策形成能力の向上や

地域の状況に応じた市政方針の設定が必要であり、そのためには政策形成に必要な情報を体系的

に蓄積しつつ、市の主要計画等の策定については市自らの手で行うことが必要となる。 

今回の総合計画改定に当たっては、それらを速やかに実施するため研究所スタッフが総合計画

策定チーム（企画政策課内に設置）に参画し、平成 19 年 12 月の議決に至るまでの間、作業工程

の設計、計画内容の検討・執筆、合意形成に向けた協議などの面で支援を行った。 

 

◆ 総合計画策定に必要な基礎資料の提供（人口・都市構造など） 

 実効性の高い計画を策定するためには、現況と将来予測について可能な限り客観的・論理的に

把握した上で政策の検討を行う必要がある。 

 そこで、市の人口動態や将来人口の推計、都市機能分布図の作成等を行い、計画の基本姿勢や

土地利用構想を検討する際の判断材料として総合計画策定チームに提示した。 

 

 

○ 村格・都市格の形成（郷土への誇りを育てるまちづくり）に向けた推進方策調査 

（担当：企画政策課）     ⇒ p.20-27 

 これまで市が進めてきた市町村合併や住民自治の推進を確かなものとするためには、推進して

きた政策を評価し、それらが様々な課題解決や地域に対する市民の愛着と誇り、生活の豊かさへ

とつながる道筋を示すことが必要となる。 

 本調査では、総合計画の改定や自治基本条例の制定を好機ととらえ、これからのまちづくりに

必要な地域力を「村格・都市格」と定義した上で、その格を構成する要素を住民自治の視点など

から整理、その形成プロセスや推進方策についての検討を行った。 
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３．総合計画の次期改定を見据えた基礎研究 

実効性の高い総合計画の策定は一朝一夕にできるものではなく、政策形成に必要な材料を常日頃

から蓄積しておく必要がある。このことから、総合計画の次期改定を見据えた政策形成に向けて情

報の蓄積や検討を要するものとして、特に地域経済に着目した調査研究に着手した。 

 研究所は、総合計画の改定に携わった経緯などから、政策的内容の検討や市内外の事例調査、

報告書の執筆等の一部について支援を行った。 

 

◆ 持続可能な都市構造の構築に向けた調査研究    報告書      ⇒ p.28-33 

 社会経済情勢の急激な変化と厳しい財政状況の中で「まちの陣形」の強化に向けた取組を進め

ていくためには、施設の新設・転用・統廃合などの際に、将来のあるべき都市構造や社会資本整

備にかかる生涯経費（ライフサイクルコスト）などを踏まえた、これまで以上に戦略的な検討が

必要となる。 

 本年度は、まず、市の所有する公共施設や主なインフラのライフサイクルコストを把握するた

め、関係各課からの情報収集や概略の分析を行った。（本調査は平成 20年度に継続して実施する。） 

 

 

◆ 直江津港をいかしたまちづくりに関する調査研究  報告書      ⇒ p.34-38 

 上越市が経済的に持続可能な発展を遂げるためには、直江津港の持つポテンシャルを十分にい

かしたまちづくりが重要な鍵を握る。 

 本年度は、まず、直江津港の概況と位置付け（ポテンシャル）を整理するとともに、同港との

連携強化が想定されるプサン港、常陸那珂港の概況を把握した。 

 （文部科学省科学研究費を活用した 3 か年研究への協力 1 年目としても位置付けられ、平成 20

年度に継続して実施する。） 

 

◆ 地域経済分析         

 これからの地域経営においては、自治体の歳出・歳入のみならず、地域におけるキャッシュフ

ロー（お金の収支）に着目した政策形成が重要な鍵を握る。 

 本年度は、キャッシュフローに基づく分析手法を確立し、様々な経済的活動を評価するための

準備作業を行った。（本調査は継続し、平成 20 年度から本格実施する。） 

 

 

報告書 平成 19 年度に研究所として報告書を作成したもの 

 ◆  基礎研究 ： 政策形成に有用な情報を体系的に整理し提示する調査研究 

●  政策提案 ： 市政の重要課題に対して政策提案を行う調査研究 

○  事業支援 ： 過年度に行った基礎研究や政策提案の実効性を高める観点から、 

関係課等の実施する関連事業に対して行う支援 

 

凡 例 

総 括 
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本稿は、平成 18、19 年度の 2か年にわたって研

究所が参画した上越市第 5次総合計画（改定版）

の策定にかかわる取組を報告するものである。 

 

  

 

平成 15 年度に策定した上越市第 5 次総合計画

は、平成 17年 1月の 14 市町村による市町村合併

によって、全面的な改定が求められていた。 

当市企画政策課では、平成 17 年度から改定作業

に着手した。まず同年 6月に、41 名の公募市民に

より構成される上越市

総合計画市民会議を設

置、平成 18年 7月には

同会議で議論された結

果として計画素案の提

示を受けた。 

その後、この素案を

ベースとして、本計画の完成に向けた庁内での作

業や各種審議を経ることとなった。 

 

 総合計画は、計画期間中（今回の場合は平成 26

年度まで）に目指す市の将来像やそれを実現する

ための政策を総合的・体系的に明示するものであ

り、市におけるまちづくりの最上位計画である。 

人口・経済・財政などの面で右肩上がりの成長

が終わりを迎え、様々な社会問題が複雑化・多様

化し、都市間競争が激化する厳しい時代の中では、

明確な計画に基づくしっかりとした市政運営をし

なければ当市の存続にかかわるとの危機意識から、

今回の総合計画は、これまでの総合計画とはコン

セプトを異にしつつ、より論理性を高めたものに

仕上げる必要があった。 

また、市のまちづくりの基本方針については、

外部のコンサルタントに委託することなく自前で

検討し、政策形成に必要なデータやノウハウを蓄

積しながら市独自の政策形成を行うべきとの考え

があった。  

そのような経緯から、本計画改定の主管課であ

る企画政策課に対し、当研究所のこれまでの研究

成果や計画策定のノウハウ等をいかして協力する

こととなった。研究所の立場から見れば、様々な

研究成果が取り入れられた市町村合併推進事業に

続く、研究活動の総決算とも言える機会となった。 

平成 18年度前期は、改定手順の設計や政策形成

に必要な資料を提示するなどの後方支援を行って

いたが、18 年度後期から平成 19 年度にかけて企

画政策課内に「総合計画策定チーム」が結成され、

研究所から職員 2名がチーム員として参加、改定

作業に直接携わることとなった。 

 

 

 

総合計画を実効性の高いもの、すなわち使える

（使うに値する）計画であると同時に、使っても

らえる（賛同の得られる）計画とするためには、

検討体制や策定過程（プロセス）の設計段階から

の配慮が必要となる。 

例えば、計画策定過程における論理性の追及と

計画完成後の一貫した運用の徹底はもちろんのこ

と、仕事柄、市民に比べて使用頻度が高くなる市

の職員が、どれだけ策定過程に関与し、そこに書

かれた内容を自らのものとして認識できるかが重

要と考えられる。そこで、市民会議や審議会、議

会等との協議過程のみならず、庁内における検討

体制の強化に努めた。 

1 計画改定の経緯 

2 庁内における検討体制の強化 

 

総 合 計 画 市 民 会 議  

上越市第 5次総合計画（改定版）の策定 
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まず、企画政策課が

主催した総合計画改定

に向けた庁内説明会で

は、改定方針の説明の

ほか、当研究所の戸所

所長が「上越市のまち

づくりに必要な視点」と題して講演を行った。そ

の後、策定チームと各課の「計画策定主任」との

やり取りを通じて、課内での検討を求めることと

した。この過程では、各課（各分野）の視点によ

る最適のまちづくりと、市全体の視点による最適

にまちづくりとの折り合いをどうつけるかが一つ

のポイントとなった。 

また、各部から推薦

された 19 名の若手・中

堅職員によって構成さ

れる「総合計画庁内検

討チーム」を設置し、

全庁的な課題や取組方

針について検討した。 

さらに、市政の重要課題について市の職員が話

題提供を行い、職員同士でディスカッションを行

う「まちづくり職員トーク」を開催するなど、一

人でも多くの職員が計画策定に参画できるような

機会の創出に努めた（図 表 1）。  

これらの動きの背景には、総合計画策定を担当

した上司による「10年後、20 年後の当市の姿を考

える過程には、まちづくりに意欲を持ち、その頃、

市政運営の責任を負う立場になっているであろう

若手職員から主体的に取り組んでほしい」との考

えもあった。 

 

結果的には、限られた時間と場の中で、限られ

た職員の参加とはなったが、この過程を通じて計

画策定に必要な課題や政策の方向性等を明らかに

することができた。また、自らの職務・職責にと

らわれず、まちづくり全般について考える意欲や

能力を持った多くの職員が存在することを実感

できた。  

 

 

 

■ 厳しい時代を前向きにとらえる 

計画改定作業としては、まず上越市を取り巻く

時代の潮流や直面する課題について、今後想定さ

れるものも含めて抽出し、計画本文中に『序論』

として整理した。 

この作業を通じて、これからの時代はいかに課

題が山積みで、その内容も多岐にわたっており、

世の中が必ずしも良い方向へ向かっていないこと

を再認識することとなった。しかし、ここで示し

た内容は現段階で客観的に認知できるものに過ぎ

ず、実際にはさらに多くの課題が顕在化し、その

ことに対応できる人的・物的・経済的資源もさら

に不足する可能性が高いものと考えている（ 図

表 2）。 

一方、計画とは、将来に向けての夢や理想を描

き、現実とのギャップを埋めていく方策を示すべ

きものであり、単なる対策集ではない。 

 
庁 内 説 明 会  

 

ま ち づ くり職 員 トー ク 

3 計画改定に向けた基本的考え方

 
総 合 計 画 庁 内 検 討 チ ー ム  

【図表 1 第 5次総合計画（改定版）の検討体制】 

基本政策、分野別計画
計画該当事業の検討

まちづくり
職員トーク
（職員有志）

各　課・

各区総合事務所
（計画策定主任）

審　議　会

（有識者等30名）

市 民 会 議

（市民代表41名）

市　長
政策検討会議等

庁内検討チーム

（各部より2名選抜）

総合計画

策定チーム
（企画政策課内）

（Ｈ18.10～）

（Ｈ18.7～）

（Ｈ18.10～）

（Ｈ18.10照会開始）

（Ｈ18.12～）

（Ｈ17.6～）

諮　問

提　案

答　申

提　案

回　答 照　会

提　案

課題提示

課題提示

意　見提　示

計画案に対する審議

計画素案の作成
計画案に対する意見

 まちづくりの重要テーマ
              についての学習
総合計画に対する政策提案

基本理念・将来都市像
まちづくり重点戦略
重点プロジェクトの検討

 

上越市第 5 次総合計画（改定版）の策定 
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 したがって、今回の計画の命題を平たく言うな

らば、「まちづくりの課題は今後ますます増え、使

える資源は減っていく中で、市民一人ひとりが生

きがいをもって豊かな生活ができるまちづくりと

は何か」を「前向きに」考えることであった。 

その結果、今求められるのは、まちとして様々

な事象に対応できる足腰や基礎体力を鍛えておく

ということに帰結した。そのような中で、何を支

えとし、駆動力とし、大切なものとしてまちづく

りを進めていくかを『基本理念』などに整理した。 

■ 市町村合併の理念を踏まえた総合計画として 

今回の計画策定の背景には市町村合併があり、

これ抜きに総合計画を語ることはできない。 

そもそも、今回の

市町村合併は、単な

る財政的な理由だけ

によるものではなく、

日常生活圏から見て

ふさわしい大きさで

一つの行政体となることで、地域の力を結集し、

直面する様々な課題に取り組むための「行財政改

革」であるとともに、合併を契機として自治の原

点とも言える「住民自治の拡充」を目指したもの

であり、計画策定に当たってはこのことを十分に

踏まえる必要があった。 

一方、合併時に策定した「新市建設計画」では、

自立や共生などの理念が強く打ち出されていたも

のの、具体的な事業については、計画の性質上、

新市の建設に必要なものに限定され、その多くは

旧市町村時代の総合計画に掲げられていたもので

あった。 

そのことから、本計画の策定においては、新し

い上越市としての一体的な視点から、市町村合併

の理念を政策・施策として具現化することに留意

した。 

 

以上のことを踏まえ、計画のコンセプトの一部

でもある『計画の性質』（計画本文 p.41）には、

次の 3項目を掲げることとなった。 

（１）行財政改革を推進するまちづくり計画 

■ 政策と財源に裏付けられたまちづくり計画 

行財政改革を推進するまちづくり計画の意味を

狭義にとらえるならば、政策上の裏付けと財源の

裏付けの双方を有する事業を堅実に行っていくこ

ととなる。まず、計画等に基づいて事業の優先度

を見極めるとともに、一定の精度に基づく財政見

通しの範囲内で事業を推進する考え方である。 

しかし、これを具現化するためには、これまで

行ってきた様々な事業の縮小や統廃合は避けられ

ず、その作業は困難を極めるものと思われる。一

方で、その決断を先送りすれば、後年度の市政運

営により一層の困難をもたらすことが想定される。 

■ 行財政改革にも寄与するまちづくり計画 

より広義にとらえるならば、中長期的視点からの

行財政改革とまちづくりを同時に推進することと

なる。 

真の行財政改革は、持続可能な地域経営を推進

できるよう行政の体質を構造的に改善することで

もある。事業費の節約や事業の延期・凍結などの

対応は短期的にしのぐ意味では有用だが、その場

しのぎにしないためには、その後の抜本的改善策

が併せて必要となる。 

そもそも、複雑化・多様化する課題に対して、

個別的かつ対症療法的に取り組むには自ずと限界

がある。その上、限られた力を分散させてしまえ

ば、恐らく目立った効果も上げられない。 

そこで、課題の表面的な事象ではなく、本質を

探ることで多くの課題の要因である“ツボ”を見

【図表 2 将来推計人口】 

45,455 40,003 35,352 32,364 30,112 28,078 25,389 23,074 21,447 20,796

141,856
138,047 136,095 133,142 127,316 122,979

115,137 108,156 103,092 97,853

29,032
34,191 40,613 46,308 50,654 52,827

56,534
57,606

55,837
53,220

0
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200,000

250,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

（人） 老年人口(65歳～)
生産年齢人口(15～64歳)
年少人口（0～14歳)推計値総人口

216,348 212,248 212,060 211,870 208,082 203,884
計画年次翌年
197 ,060

188,838
180,376

171,869

 

出 所 ）上 越 市 第 5 次 総 合 計 画 （改 定 版 ） 

 

合併協定書調印式の様子 
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いだし、そこに集中して原因療法的な取組を行う

ことが、中長期的な視点から効率的・効果的な政

策になると考えられる。 

 行財政改革とまちづくりの推進は、相反するも

のとしてとらえられることもあるが、上記のよう

な考え方に基づいて事業を推進すれば、あるべき

まちづくりを進めながら、結果的に真の行財政改

革の推進につながり、まさに「二兎を得る」こと

になる。 

例えば、市民に歩

くことや公共交通の

利用を推奨する取組

は、健康な体づくり

やにぎわいの創出、

地域の再発見、環境

負荷の削減などとと

もに、医療費にかかる財政負担軽減にもつながる

ものである。 

 

（２）ひとづくりを基軸としたまちづくり計画 

■ 住民自治の推進 

 先ほど述べた“ツボ”を押す取組の一つは、住

民自治の推進である。住民自治を推進する理由に

ついては、「今後は、お金のない行政がすべてを行

うことはできないので市民にお願いするしかな

い」、「ハード整備ではなくソフトに軸足を置くし

かない」、「資源が無いので人を使うしかない」な

どといった後ろ向きな誤解をされがちな面もある。 

しかし、本計画で住民自治に重きを置く最大の

理由は、これからの知識情報社会において、そこ

にお金では買えないかけがえのない価値を見いだ

しているからである。

むしろ財政的に厳し

い時代だからこそ、

そのような本質的な

政策を導入できる好

機ととらえることも

できる。 

これからの時代、地

域の盛衰の鍵を握るの

は、お金の有無よりも

むしろ「人」の力であ

る。一人ひとりの力は

もちろんのこと、人と

人、地域と地域の共生

によるチームワークから生まれる力が、様々な課

題の解決や新たな創造をもたらすことに期待する

計画とした。 

 本計画の『基本理念』に掲げた「人を育むまち

づくり、まちを育むひとづくり」「自立と共生、個

性と調和によるまちづくり」も、このような考え

方を踏まえて整理したものである。 

■ ひとづくりのための基盤づくり 

 まちづくりの主役は市民であり、行政の仕事は

市民生活や市民活

動の舞台・基盤を

つくることでもあ

る。先ほど述べた

住民自治の担い手

となる人々やチー

ムワークを支え育

む基盤も必要となる。 

基盤整備と言えば、道路や施設などのハード整

備のイメージが強い。確かに、右肩上がりの時代

においては、整備さえすれば一定の需要が伴うな

ど、住民生活や経済活動を牽引してきた実績もあ

るが、今後はソフトとハードで一貫した政策が必

須となる。むしろ、真に役に立つハード整備を行

うための好機ととらえることもできる。 

 

（３）市民と行政が共有するまちづくり計画 

 ひとづくりを基軸に据えることは、ある意味で

原点に立ち返ることではあるが、計画論としてこ

れを前面に出して策定することは、その運用管理

を困難にする側面もある。従来のような行政サー

ビスの提供やハード整備を中心とした計画であれ

 

清掃活動（中郷区 春のエコウォーク） 

 
住 民 ボ ラ ン テ ィア に よ る 大 会 運 営  

（え ち ご ・くび き 野 100km マ ラ ソン ） 

 
ウ ォ ー キ ン グ イ ベ ン ト 

（上 杉 謙 信 公 市 民 ウ ォ ー ク） 

コミュニ テ ィプ ラ ザ （大 島 区 ） 

上越市第 5 次総合計画（改定版）の策定 
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ば、どのような行政サービスを提供するか、何を

つくるかといったアウトプットを中心に管理すれ

ば良いが、市民一人ひとりのライフスタイルの積

み重ねがまち全体の豊かさを決めるとの考えに立

てば、市民のライフスタイルがどの程度豊かにな

ったかというアウトカムを追求することになるか

らである。しかも、それは市民一人ひとりの主体

性によって成立するものであり、強制できるもので

はない。 

このような内容の計画は、市民と行政がそのビ

ジョンを共有し、それぞれの立場や役割（権利・

責任）を踏まえながら、地域総ぐるみで取り組ん

でいくことが前提となる。そのためには、直面す

る課題も含めた行政側の積極的な情報開示と、そ

の内容をただ批判するのではなく、共に考え知恵

を出し解決しようとする機運の醸成が必要である。

すなわち、平成 19 年度に公布した自治基本条例と

の一体的な推進が求められる。 

 

 

 

■ 3 つのアプローチによる計画構成 

計画の構成は、目的と手段の階層構造を政策－

施策－事業などの体系で表現するのが一般的であ

る。本計画ではこれを『基本政策』および『分野

別計画』として掲げ、「分野別アプローチ」として

位置付けた。 

また、いわゆる“縦割り”による取組だけで実

効性の高い計画を実現することは困難と考え、全

庁的・全市的に取り組んでいくべき事業の集合体

を『まちづくり重点戦略』および『重点プロジェ

クト』として掲げ、「戦略的アプローチ」として位

置付けた。 

さらに、市町村合併により広大化した市域のま

ちづくりは、市内の各地域が個性を発揮しながら、

全体として調和のあるまちづくりを進められるか

にかかっていると考え、空間毎に異なるまちづく

りの方向性を体系的にまとめた『土地利用構想』

を掲げ、「地域別アプローチ」として位置付けた。 

このように、本計画では 3つのアプローチがそ

れぞれ整合を図りながら目標に向かっていく構造

としている（図 表 3）。 

本計画で新たに導入した項目や考え方は多岐に

わたるが、本稿では『まちづくり重点戦略』と『土

地利用構想』を取り上げ、その概要を紹介する。 

 

（１）まちづくり重点戦略 

■ 重点戦略の定義と策定方法 

『まちづくり重点戦略』は、当市が今後 8年間

に重点的・戦略的に推進する政策であり、本計画

では 5つの戦略を示し、その下に 11 の『重点プロ

ジェクト』を掲げている。 

重点的・戦略的と表現するからには、市として

必要不可欠で実効性の高い事業が効率的に組み合

わされた政策体系でなければならない。その条件

としては、基本理念や将来都市像を踏まえつつ、

抜本的対策につながっていること、ポテンシャル

（潜在能力）の向上を重視したものであること、

分野横断的であり一石二鳥以上の取組になってい

ること、などが挙げられる。 

策定に当たっては、まず人口減少、少子化・高

齢化、知識情報社会への変化など、当市を取り巻

く社会情勢を想定した上で、それが教育・福祉・

産業などの分野にどのような課題をもたらし得る

か、その逆に、上越市がどのようなポテンシャル

を持ち得るかを列挙した。 

4 計画の概要 

【図表 3 本計画の全体構成】 

基 本 理 念 ・ 将 来 都 市 像

基 本 政 策ま ち づ く り
重 点 戦 略

重点プロジェクト

土 地 利 用 構 想

計 画 事 業

基
本
構
想

②　分野別
　アプローチ

③　地域別
　アプローチ

基
本
計
画

①　戦略的
（分野横断的）
　アプローチ

分 野 別 計 画

 
出 所 ）上 越 市 第 5 次 総 合 計 画 （改 定 版 ）を も とに 作 成   
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 その中から複数の重要課題の要因（“ツボ”）に

着目し、上越市の持つポテンシャルを活用してそ

の解決に寄与しつつ、上越市ならではの豊かなラ

イフスタイルの形成につながり得る手法を選定

した。 

■ 5 つの重点戦略 

これらの考え方に基づいて策定した『まちづく

り重点戦略』は、地域コミュニティ内、市内、お

よび市域を越える広域的な範囲において、重層的

な人の交流を促進する 3つの戦略と、これらの戦

略を支える場の力（学習基盤と都市基盤）を育む

2つの戦略の計 5つで構成されている（図 表 4）。 

■ 「地産地消」の推進を例に 

 本稿では、これら重点戦略の詳細についての説

明は省略するが、その一つである「地産地消」の

推進を例に挙げ、その意義を簡単に紹介する。 

 ここで言う「地産地消」は、農産物に限定せず

あらゆる地域資源を対象として考えており、市内

の市街地や農山漁村地域がそれぞれを支え合い、

高め合う関係となるようなひと・もの・かねの「環」

を構築することが目的である。 

 この重点戦略は、複数の事業で構成されること

になるが、各事業の選定は、当市のポテンシャル

である海・山・大地がもたらす豊富な自然の恵み

を最大限いかし、市内の各地区の持つ個性の発揮

や、人づくりを意識するなど、『基本理念』を十分

に踏まえて行うものとする。 

しかし、地産地消に関係する事業をただ列挙し

てもほとんど効果を発揮しないばかりか、せっか

くの良い事業も孤立して頓挫してしまうことにな

りかねない。戦略を構成する事業の組合せと実施

のタイミング、事業間の連携を図り、一つのプロ

ジェクトに仕立て上げることが必要となる。 

このことを実現できれば、健康増進、教育、環

境保全、地域経済活性化、自然災害の抑制、市財

政の健全化などの多くの課題解決とともに、結果

として人の絆が深まり、自然や農に親しむ魅力的

なライフスタイルや将来都市像の実現にも寄与す

ることになる（図 表 5）。 

  

【図表 4 まちづくり重点戦略の概要】 

　地域コミュニティにおける多様な人々が集い、地域ぐるみの
子育て、福祉、防災、環境保全などの取組を実践できる場や仕
組みを創出することによって、「ご近所の底力」を持ったコ
ミュニティの増加を目指します。

　当市を訪れる人々と市民との交流や、切磋琢磨し補完し合え
る他都市との連携を進めることによって、上越市の「サポー
ター」や「パートナー」の獲得を目指します。

　生きる力の習得や、まちづくり、なりわいづくりに寄与する
学びを習得できる地域資源の体系化によって、市民の生きがい
やライフワーク、上越市への愛着と誇りを育む「上越学」を確
立します。

空間（場）の力を育む

出会い（交流）による力を育む

　中心市街地や各地区の中心地における活性化、歩いて暮らせ
るまちづくりの推進、それらをつなぐ公共交通の活性化によっ
て、にぎわいを生み出す「まちの陣形」を強化します。

　　　地域コミュニティでの交流による

　　　　　　   「ご近所の底力」の向上

　　　市内の循環・交流による

　　　　　　　 「地産地消」の推進

　　　広域的な交流による

　　　　　　　 「上越サポーター」の獲得

　　　学びを生み出す空間をつくる

　　　　　　　 「上越学」の確立

　　　にぎわいを生み出す空間をつくる

　　　　　　　 「まちの陣形」の強化

１

５

３

２

４

　市内の市街地と農山漁村地域とがそれぞれを支え合い、高め
合う関係となるような人・物の交流を通じた「地産地消」を推
進します。

 

出 所 ）上 越 市 第 5 次 総 合 計 画 （改 定 版 ）を も とに 作 成 

上越市第 5 次総合計画（改定版）の策定 
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【図表 5 まちづくり重点戦略の位置付け 

           （「地産地消」の推進を例に）】 
 

基 本 理 念

社
会
経
済
情
勢
の
変
化

各
分
野
に
お
け
る
課
題

将
来
都
市
像
・
豊
か
な

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
実
現

上 越 市 の ポ テ ン シ ャ ル

健 康 づ く り

教 育

環  境  保  全

経 済 活 性 化

災  害  抑  制

財 政 健 全 化

※　まちづくり重点戦略の中で挙げた取組は、あくまでも一例である。

・　 流 域 圏 の 大 部 分 を 抱 え る 市 域
・　 豊 富 な 自 然 の 恵 み

・　人 を 育 む ま ち づ くり、
                      ま ち を 育 む ひ と づ くり
・　（都 市 部 と 農 山 村 部 の ）個 性 と 調 和
・　持 続 可 能 性

「地産地消」の推進

課
題
解
決

(

一
石
二
鳥
以
上

)

理
想
実
現

ま ち づ く り 重 点 戦 略

活 用

踏 襲

援 農 隊
の 結 成

中 山 間 地 域 で の
農 業 振 興

特 産 品 の 開 発

中 心 市 街 地
で の 販 売 促 進生 ご み 収 集 と

堆 肥 化

生 涯 学 習
の 推 進

地 域 通 貨
の 導 入

戦 略 ２

 

■ 将来都市像との関係 

一般的に『将来都市像』はキャッチフレーズと

しての活用に終わることも多いが、本計画では上

越市のポテンシャルや重要課題を踏まえたもので

あるとともに、『まちづくり重点戦略』と連動した

ものになっている。すなわち、これらの重点戦略

は、『将来都市像』として掲げた「海に山に大地に 

学びと出会いが織りなす 共生・創造都市 上越」

を実現する手法となっている。 

「上越市に住めば（訪れれば）、こんな学びがあ

る、こんな出会いがある」といったことがこの地

域のセールスポイントになることを目指している。 

 

 

 

■ 従来のプロジェクトとの相違点 

「プロジェクト」というものをハード整備中心

にイメージしている人にとっては、本計画のそれ

は違和感があり抽象的な戦略に見える可能性もあ

る。しかし、本計画は「人」を中心に据え、プロ

ジェクトはまちづくりの“ツボ”を押すものとの

考えに基づいていることから、ハード整備はあく

までも手法の一つという位置付けになっている。 

また、「新幹線対策プロジェクト」、「少子化対策

プロジェクト」等のように、問題対応型のプロジ

ェクトとしても作成していない。確かに新幹線の

開業や少子化は、当市にとって重要なキーワード

ではあるが、あくまでも社会情勢の変化の一つに

過ぎない。それぞれに対して「何をやるべきか」

を突き詰め、共通する対応策を整理することによ

って導き出したのが、この『まちづくり重点戦略』

でもある。そういった意味では、今後一つ一つの

事象に右往左往することなく、その影響を冷静に

受け止めて対策を行えるようにも配慮した。 

 

（２）土地利用構想 

■ 土地利用構想策定の背景 

従来の総合計画では、市が行うハード整備を地

域別に割り振ったものを示す傾向が多かったが、

行財政改革やひとづくりを基軸にした本計画にお

いては、「何を新しくどこにつくるか」ということ

よりも、「何のためにどのようなまちをつくるか」

という視点に立った土地利用の在り方を示すこと

とした。 

この数十年の間、当市の人口は横ばい傾向にあ

るが、中心市街地や中山間地域からの人口や都市

機能の流出が著しい一方で、中心市街地の外縁部

に位置する田園地域の一部に人口や都市機能の集

積が進むなど、まちの姿は大きく変貌を遂げて

きた。 

人口減少をはじめ今後想定される社会情勢の変

化の中でこの状況を放置するならば、中心市街地

や公共交通機関の衰退にとどまらず、地域コミュ 

 

農 村 生 活 体 験 事 業  

（越 後 田 舎 体 験 事 業 ） 

 
子 ど も向 け 体 験 活 動 事 業  

（謙 信 KIDS ス クー ル プ ロ ジ ェクト） 
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ニティの衰退、防犯・防災機能の低下、環境負荷

の増大、市の財政状況の悪化などが重なり、上越

市全体の求心力や活力の低下をもたらすことが強

く懸念される。このことから、上記の問題を未然

に防ぎつつ次世代に良好な空間を引き継いでいく

ための基本方針が不可欠と考えた。 

また、本計画の『基本理念』に掲げたように、

市内各地区がその個性を発揮しつつ、市全体とし

て調和するまちづくりを進めていく際には、土地

が日常生活や経済活動の基盤であるとともに、そ

れらの活動の積み重ねによって都市の構造が形成

される性質を持つものと認識し、その利用に対し

て市民と行政が共有する一定のルールが必要であ

る。以上のことを踏まえた『土地利用構想』を策

定した。 

 

 

■ コンパクトなまちづくりと公共交通活性化 

本構想では、「コンパクトなまちづくり」と「公

共交通活性化」をキーワードに、現存する地域資

源や住民の愛着・誇りが詰まった各地区の中心的

エリアと公共交通に力点を置く方針を打ち出した

（図 表 6）。 

コンパクトなまちづくりや公共交通活性化の意

義についてはここでは省略するが、近年は、全国

のまちづくりで当たり前のように使われ始めてい

る言葉である。 

一方、当研究所ではこれらのテーマについて 5

年ほど前から関係課等と連携をとりながら研究を

進めてきており、総合計画に先立って策定された

「上越市総合交通計画」（平成 18年 9月策定）に

もその成果が取り入れられたことも含め、他の自

治体の表面的な物まねではなく、上越市の実態に

あった政策を提示できていると考える。 

【図表 6 将来都市構造（各拠点をつなぐ交通ネットワーク）のイメージ】 

ゲートウェイへ
（市外）

地域拠点

地区内公共交通
（ き め 細 か い 少 量 輸 送 ）

幹線バス
（ 一 定 の サ ー ビ ス 水 準 ）

鉄　道
（一 定 の サ ー ビ ス 水 準 ）

生活拠点

地域拠点

日常生活を営む上で必要最低限の機能が集積
し、その地区の住民が気軽に集うことのでき
る地域の“茶の間”的な空間

生活拠点が持つ機能に加え、都市機
能が持つ機能を補完する空間

都市拠点
市の中心地として高次な都市機能を持
ち、市内外から多様な人々が集う上越
市の“かお”的な空間

＜ 目 安 ＞
各 区 の 境 界

集　落

集　落

都市拠点

生活拠点

鉄道・地区内バス
（ 高 い 利 便 性 ）

 
出 所 ）上 越 市 第 5 次 総 合 計 画 （改 定 版 ）を も とに 作 成 

上越市第 5 次総合計画（改定版）の策定 
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■ 生活拠点の考え方 

今回の計画で提示した新たな概念の一つに「拠

点」という考え方がある。中でも、各区 1か所程

度を目安に検討した「生活拠点」は、日常生活に

最低限必要な商店・病院・金融機関などの施設が

集積する地区であるとともに、市の中心地とは鉄

道やバス路線で結ばれ、各集落とは乗合タクシー

やボランティア輸送などといった小回りの利く公

共交通で結ばれる交通拠点でもある。 

 生活拠点は、短期間、かつ、行政主導によって

整備するものではないが、少なくとも複数の機能

が集まる相乗効果によって「歩いて用を足せる」

などの魅力をつくり、地域としての求心力を高め

ていくことが必須となる。そのため、拠点形成の

ための前提条件には、現時点で一定の機能集積が

あることや、その地区の個性を醸し出す地域資源

が存在すること、何よりも地域の住民の皆さんが 

 

この考え方に理解を示し、主体的な活動が期待で

きることなどが挙げられる（図 表 7）。 

生活拠点の整備については、「衰退した集落から

撤退させるのか」、「非現実的ではないか」などと

いう意見も想定される。無論、強制的に移動を求

めるものではないが、何の対策も講じなければ「限

界集落」と呼ばれるような地域がますます拡大し、

その後に対策を講じようとしても地域全体の存続

すら危うくなる可能性もある。このことに手をこ

まねいているのではなく、地域としての積極的か

つ主体的な対応により地域の力を結集し、「まちの

陣形」を立て直そうとする考え方が根底にある。

したがって、集落から移転してもらうための政策

ではなく、その集落でいきいきと生活ができるた

めの政策であるとともに、上越市全体の力を高め

ていくことを目指すものである。 

 

 

【図表 7 生活拠点のイメージ】 

　ｂａ

食料品店
郵便局

病　院

各集落からの交通アクセス性

駅（ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ併設）

他の拠点への交通アクセス性

生活拠点と地域・都市拠点、ゲートウェイ
(玄関口）を結ぶ幹線道路と基幹的公共交通
機関
○ 一 定 の サ ー ビ ス 水 準 を確 保 し た 鉄 道 また は 幹 線 バ ス
（ 公 共 交 通 の み で 都 市 拠 点 へ の 移 動 を可 能 とす る）
○ 日 常 的 及 び 緊 急 時 等 に も対 応 で きる幹 線 道 路

生活拠点と各集落とを結ぶ生活道路と
小回りの利く地区内公共交通
○ 混 乗 タ イ プ （ 生 徒 と地 元 住 民 の 相 乗 り）の ス ク ー ルバ ス
○ 乗 合 タ ク シ ー
○ 過 疎 地 有 償 運 送

歴史的
まちなみ

学　校

住宅団地

図書館

コミュニティ
プラザ

温　泉

地区の個性を醸し出すテーマ性

市民の愛着・誇りや来訪者の好印象につなが
り、歴史や文化等に裏付けられた上越らし
さ・その地区らしさを表現できる空間

○ 歴 史 的 な まち な み や 田 園 風 景
○ 特 産 品 の 生 産 ・ 加 工 ・ 販 売 場 所
○ 個 性 的 な イベ ン ト が 定 期 的 に 実 施 さ れ る広 場

多様な機能集積のあるコンパクト性

0

１

２

３

ａ 生活をつなぐストーリー性

生活行動のつながりを意識した機能配置

○ 銀 行 、 病 院 、 食 料 品 店 、 図 書 館 等 の 集 積 に よ る高 齢
者 へ の 配 慮
○ 学 校 、 公 園 、 図 書 館 等 の 集 積 に よ る子 ど もへ の 配 慮

ｂ 人をつなぐストーリー性

多様な人々のつながりを意識した機能配置

○ 高 齢 者 と子 ど もが 出 会 う図 書 館
○ 地 域 住 民 と来 訪 者 が 出 会 う歴 史 的 まち な み や 博 物 館
○ コン セ プ ト を共 有 した 人 々 で 構 成 さ れ る住 宅 団 地

地区住民の熱意と地域ぐるみの活動

○ 住 居 や 商 店 の 外 観 に 統 一 感 を持 た せ る景 観 形 成 活 動
○ 家 の 軒 先 、 駅 や 公 園 な ど の 公 共 空 間 に お け る地 域 住
民 に よ る植 栽 運 動
○ コミュニテ ィ プ ラ ザ を核 とし た 市 民 活 動

４ 市内外からの交通アクセス性

電　車

乗合タクシー

スクールバス

まちづくりに対する地区の主体性

集 落 へ

集 落 へ

集 落 へ

　　　　　　　　　※　図中の施設の種類、
　　　　　　　　　　　及び○の内容は事例である。

地 域 拠 点 また は
都 市 拠 点 へ

（高 齢 者 ）

（学 　 生 ）

（来 訪 者 ）

 
出 所 ）上 越 市 第 5 次 総 合 計 画 （改 定 版 ）を も とに 作 成 
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■ 今後の運用に向けて 

本計画は、平成 19

年 8月に総合計画審議

会からの答申、同年 12

月に議決を受け、完成

となったが、実際のま

ちづくりはここからが

スタートとなる。 

行政内部においては、

日々の業務やその運用システムと最上位計画であ

る総合計画との整合が図られようとするとき、初

めて総合計画は機能する。例えば、教育・福祉・

産業などの各分野の主要計画との整合、計画の推

進力となる財政・人事との連携、事後の評価との連

携などが挙げられる。 

また、本計画は、そこに書いてあることをその

まま行えばよいという単純なマニュアルではなく、

当市のまちづくりを立ち返って考えるための原典

である。そして、計画を運用しながら、その中身

自体も皆でより良いものに育て上げてほしいと願

っている。 

上越市を将来にわたって住みよいまちにしよう

という思いや、お金がないからこそいかに知恵を

絞るかといった前向きな気持ちでこの計画書を開

いていただいたとき、真の意味でこの計画が役立

ってくれるものと考えている。 

 

上 越 市 第 5 次 総 合 計 画 （改 定 版 ）冊 子  

 

 

 

 

 

■ 次期改定に向けて － 継続的にまちづくり 

  を考える仕組みの必要性 －   

まちづくりは、計画、実践ともに、継続した流

れの中で進められており、そこには一定の論理性

が求められる。計画改定に当たっては、その直前

になって一気に作業をするのではなく、本来は通

常業務の中で改定作業やそのための準備を積み重

ねていくことが望ましいと思う。 

具体的には、現行計画に示された政策の進捗状

況やそれを検証するデータ、地域の現況や将来予

測を示すデータ、先進事例などといった政策形成

に必要な「材料」の蓄積、政策形成に向けた議論

やとりまとめのための「技術」の習得、これらを

実践できる「環境」づくりなどが挙げられる。実

効性の高い計画を策定できるかは、それまでの準

備にかかっていると言える。これらは新たな業務

というよりも、日常業務の工夫で対応できるもの

も多いと思われる。 

しかも、この作業は、単に総合計画を策定する

ためのものにとどまらない。これらの作業は、各

部局（分野）にとって、担当する事業の目的と手

段の関係を再精査し、現在抱える課題や今後の方

向性を導き出す絶好の機会となり、職員にとって

は担当業務の本来の意味を理解する絶好の機会と

なり得るからである。その結果として、その後の

業務の円滑化が期待できる。 

なお、これらの仕組みづくりは全庁的な課題で

はあるが、研究所の業務を通じて貢献できるもの

もあると考えている。 

 

私自身、このような仕事をする機会をいただい

たことに心から感謝している。これまでになく多

忙な 1年間ではあったが、もっとも頭がフル回転

し、充実した期間でもあったと感じている。 

 

 

 

 

上 越 市 総 合 計 画 審 議 会  

会 長 か らの 答 申 

5 今後の展開と課題 

上越市第 5 次総合計画（改定版）の策定 
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 詳しくはこちら 

 

● 上越市第 5次総合計画（改定版） 

 ⇒ 上越市ホームページ 

http://www.city.joetsu.niigata.jp/contents 

/town-planning/kousou/index.html 

 

それは、業務内容はもちろんのこと、共に仕事

をするメンバーに恵まれたことが最大の要因だと

感じている。何よりもメンバーの姿勢が、より良

い計画、より良い上越市を目指して常に前向きな

姿勢であり、これぞチームプレーというものをし

ばしば感じることができた。 

総合計画の『基本理念』に示した「個性と調和、

自立と共生によるまちづくり」は、まちを職場環

境に置き換えても全く同じことが言えると思って

いる。今後、真の意味での「チーム○○課」、「チ

ーム市役所」、「チーム上越市」が結成されていく

ことを切に願うものである。 

 

 最後になるが、上越市第 5次総合計画（改定版）

の策定は、市民会議や審議会委員をはじめとする

市民・有識者の方々、市の職員など、多くの方々

のご尽力によって実現したものである。この業務

に携わった一職員として、この場を借りて厚く御

礼申し上げる。      （主任 内海 巌） 
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（ ）内は当時の役職・役割 

● 上越市 健康福祉部 

高齢者福祉課 

  太田 貫治 係長 

（総合計画策定チーム 

     担当係長） 

 この総合計画の策定には、庁内検討チームの

メンバーをはじめとした市の職員や、市民、有

識者の方々など、多くの人達からかかわってい

ただきましたが、そこには一人でも多くの方々

からこの総合計画の「サポーター」になってい

ただきたい、という思いがありました。 

計画の策定に当たっては、内容の筋道を通すこ

とはもちろんですが、言葉一つ一つにこだわり

を持つことに苦労しましたし、策定における議

論の大切さ、必要性を改めて学びました。 

今後は、この総合計画を職員が手元に置き、各

事業や個別計画作成のよりどころとして活用さ

れていくことを期待します。 

 

 

● 上越市 産業観光部 

直江津港振興課 

  小山  隆久 係長 

（総合計画庁内検討 

チームメンバー） 

 

市町村合併で大きくなり、日本一人口の多い過

疎地域と言われる上越市のまちづくりをどのよ

うに進めていくか――山から海まで、それぞれ

の地域が持つ個性を発揮させ輝かなければ、上

越市全体も輝くことはできない。今回の総合計

画に対してはそういった思いで議論に参加しま

した。 

市の職員はもとより市民の皆さんにも、人々が

生まれ育ったその土地に思いを持ち、住み続け

ることについて、効率だけでは計り知れない部

分があることを認識してほしいと思います。 

 

 

それを理解しないと、日本全体で考えたと

きも東京などへの都市部集中を肯定することにな

り、「地方の時代」という言葉は口が裂けても使え

ません。      

 

 

● 長岡技術科学大学 

環境・建設系 

  中出 文平 教授 

 （上越市総合計画 

審議会委員） 

 

 

審議会委員として参加させていただいた観点か

ら、当時の計画策定の様子を回顧したいと思います。 

官の代表を除けば委員 30 名のほぼ全員が上越

市民という構成の中で、私だけが市外の委員だっ

たのですが、専門分野が都市計画であり、特に基

本計画や土地利用計画の立案であることから、

様々な意見を述べさせていただきました。 

土地利用構想については、コンパクトなまちづ

くりを前提に、めりはりのある土地利用や拠点の

考え方、都市構造や交通ネットワークの考え方を、

議論しました。 

さらには人口減少下社会での人口フレームの考

え方や、まちづくり重点戦略・重点プロジェクト

と基本政策・分野別計画の関係を示す体系図の考

え方についても、審議会の場だけではなく、市役

所、研究所あるいは大学で、市や創造行政研究所

のスタッフと長い時間を掛けてまとめていったこ

とを思い出します。もちろん、審議会の場での議

論も非常に活発であり、全体として筋の通った、

将来を見据えた良い計画ができたと思います。 

後は、示された基本理念に基づいて、腰を据え

たまちづくりを進めていただきたいと切に願うも

のであります。 

 

 

関係者からのコメント 

上越市第 5 次総合計画（改定版）の策定 
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本稿は、「村格・都市格の形成に向けた推進方

策調査」の調査プロセスや内容の紹介を行うた

め、その一部をピックアップしながら当研究所

の視点から書き下ろしたものである。 

 

 

 

■ わがまちへの誇りはまちづくりの原点 

全国の地方都市においては、中心市街地、農山

村、中山間地域などの様々な地区、様々な分野で、

活性化、振興、再生を求める声が溢れている。 

直接的な要因には、人口減少、少子化・高齢化、

厳しい経済・財政状況などといった社会経済情勢

の構造的変化が挙げられるが、ここで深刻なのは、

ひと、土地、ムラの空洞化といった現象面よりも

むしろ「誇りの空洞化」であると指摘する声もあ

る†1。したがって、地域の豊かさや地域の力を見

る際には、人口規模や経済力・財政力などの量的

な指標のみならず、生きがいや誇りなどといった

精神的豊かさにも着目する必要がある。 

テーマ名として掲げた「村格・都市格」は、こ

のことに着目したものであり、究極的には訪れて

みたい、住んでみたい、住み続けたいと思うまち

としての必要な要件を備えた「格の高いまち」を

表す指標である。本調査は、この指標を定義付け

した上で、その格を構成する要素を整理、その形

成プロセスや推進方策についての検討を行うこと

によって、今後のまちづくりのよりどころを探ろ

うとするものである。 

■ 総合計画の推進を後押しする調査研究 

このことは、当市のまちづくりと特にかかわり

                             
†1  明治大学小田切徳美教授による。 

が深い課題と言える。当市は、平成 17 年 1月に全

国で最も多い 14 市町村による合併を行い、このこ

とを契機として地域自治区の設置や自治基本条例

の制定を進めるなど、全国でも先進的といえる自

治に関する制度設計を行ってきた。この流れを踏

まえ、平成 19 年 12 月にはまちづくりの最上位計

画である上越市第 5次総合計画（改定版）を策定

した。 

市が進めてきたこの一連の流れは、地域への誇

りや住民主体のまちづくりを重要な要素ととらえ、

支え育むための基盤づくりでもあり、具体的な取

組はまさにこれからという時期にある。 

したがって、本調査を当市の立場から見るなら

ば、専門的・客観的な視点からこの一連の流れを

検証し、今後の推進方策を見いだすための手段と

して、総合計画、中でも住民自治の推進や『まち

づくり重点戦略』の推進を後押しするためのもの

ということもできる。 

■ 国政と上越市政の双方で一致するテーマ 

 本調査は、国土交通省の所管事業（国土施策創

発調査）として上越市へ委託する形式で行われた。

そもそも国土施策創発調査は、地域の主体的な発

案に基づくまちづくり調査であり、それが国政の

推進上のモデルとなりうるもの、すなわち地方自

治体にとっても国にとっても有益と認められたも

のに対して行われる。 

本調査が委託されたことは、市町村合併や住民

自治を積極的に推進してきた当市のまちづくりが

すでに全国区で評価され、その成果の全国展開が

期待されていることを示す一つの証とも言える。 

  

なお、本調査の主管課は当市企画政策課である

が、当時研究所が参画し策定中であった総合計画

1 調査の背景・目的 

平成 19 年度事業概要 

村格・都市格の形成（郷土への誇りを育てるまちづくり） 

に向けた推進方策調査 
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道の駅「仁保の郷」 

の内容と深いかかわりがあり、まちづくり全般に

かかわる調査研究としての要素が強いことから、

市内外の事例調査や政策的内容の検討、報告書の

執筆等については当研究所が支援することとな

った。 

 

 

 

 本調査では、市内外におけるアンケート調査や

先進事例調査（文献調査、現地視察・ヒアリング）

の実施、著名な有識者で構成される検討委員会の

設置、住民ワークショップやフォーラムの開催な

どを通じて、様々な角度から論理構築を行った。 

ここでは、格のあるまちづくりの検討に多くの

示唆を与えた事例の一つとして、先進事例調査の

中から、住民自治の先進事例として著名な安芸高

田市川根地区（広島県）と山口市仁保地区（山口

県）を取り上げ、その優れた点を中心に考察・紹

介を行う。 

■ 川根・仁保地区の概要 

川根地区は人口約

600 人、広島県安芸

高田市の北端、島根

県との県境に位置し、

いわゆる昭和の大合

併前は「川根村」と

して存在していた地

区である。 

同地区では、昭和 47年に設立した川根振興協議

会がまちづくりの中心的役割を担っている。一般

的な地区単位の協議会と言えば、複数の町内会・

自治会による連絡組織であったり、地区内の行

事・イベントを中心に活動するケースが多いが、

この協議会ではそれらにとどまらず、農協撤退後

の商店やガソリンスタンドの運営、中学校の廃校

跡に整備された学習・宿泊施設（エコミュージア

ム川根）の運営、高齢者への給食サービスの実施、

農事組合法人の経営などを住民自らの手により行

っている。 

一方、仁保地区は人口約 4,000 人、山口県山口

市の山あいに位置し、昭和の大合併前は「仁保村」

として存在していた地区である。 

同地区においても、昭和 45 年に設立した仁保地

域協議会がまちづくりの中心的役割を担い、地区

内の行事・イベントにとどまらず、産業廃棄物処

分場の建設阻止に向けた土地のとりまとめや募金

活動、公共事業用地のとりまとめ、路線バスの運

行、道の駅の運営などを住民自らの手により行っ

てきた。 

■ 高い理念に基づく活動 

川根・仁保の両地区における活動は多岐にわた

っているが、そこで特筆すべきことは、むしろそ

の取組に至る理念や姿勢ではないかと思われる。 

活動方針については、目先の損得勘定にとらわ

れることなく、住民・地域に安心感や元気を生み

出すことを常に考え、「おかげさま、お互いさま、

もったいない」、「私利私欲を持たない」などの高

い理念を持ち、決定を行っている。 

例えば、川根地区に

おける商店の経営に当

たっては、「いかに豆腐

をたくさん売るか」と

いうことよりも、「近く

に豆腐の買える店があ

るという安心感を売

る」ことが役割と考えている。一方で出資金を地

元住民から募ることによって、少しでもお金を出

したということによる意識を喚起し、店舗運営へ

の理解や利用につなげている。 

また、仁保地区にお

ける道の駅の経営に当

たっては、「いかに商品

をたくさん売るか」と

いうことよりも、一人

でも多くの住民に道の

駅の運営や農産物の提

供にかかわってもらうことで、「生きがいや元気を

生み出してもらうこと」を目的に据え、きめ細か

 
安 芸 高 田 市 川 根 地 区  

 
川根地区の商店「万屋（よろづや）」 

2 先進地に見る住民主体のまちづくり 

村格・都市格の形成に向けた推進方策調査 
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な配慮を行っている。一方、広報宣伝費などは一

切かけないなどの身の丈に合った経営を行うこと

で、採算性を不安視した外部の声を覆しての黒字

経営を保っている。 

なお、両地区の諸活動の主な財源は、住民から

の負担金や寄付、事業収入などで賄われており、

行政からの助成は一部である。決して財源が潤沢

なわけではなく、財源確保のための知恵も絞って

はいるが、そのこと自体を大きな課題とはとらえ

ていない。両地区において活動を実施するか否か

の判断基準は、地域にとって必要かどうかであり、

お金の有無ではないからだと思われる。 

■ 住民主体・行政参加のまちづくり 

全国で行われている

まちづくりの多くは、

行政が中心となり、住

民はそこへ参加すると

いう感覚で行われてい

る。しかし、両地区の

活動は、協議会が中心

となって運営し、行政

にはそこへ参加しても

らうという感覚でとら

えられている。すなわ

ち、活動主体が行政で

はなく住民であり、住民参加ではなく行政参加の

まちづくりと言える。 

 その上で、行政を「仲間」ととらえていること

も興味深い。行政に要求だけをしたり、腹を立て

たり、対立関係をつくったりしても決して地域の

ためにはならず、住みよいまちをつくるという同

じ目的に向かい、共に成長し信頼できる関係をつ

くっていくことを大切にする協働の精神・姿勢が

随所に見受けられた。 

無論、両地区と同様の取組が両市内の他の地区

でも行われているわけではなく、地区間の取組に

はやはり温度差があるとのことである。例えば、

ある事業を行政でやるか住民でやるかという話に

なったとき、川根や仁保のような地区では、「わし

らに任せてくれ」となるものでも、他の地区では

「わしらに押し付けるつもりか」となることもあ

ると思われる。 

最終的には住民主体の取組がその地区のために

なることを理解してもらうよりほかないとしても、

そこに至るまでのスピードは地区によって差があ

る。両地区の属する自治体においても、各地区の

状況に応じた関係づくりが必要であることを十分

認識した対応を行っている。 

■ 市内の地区間で切磋琢磨する関係づくり 

両市内の他の地区にとって、市内に川根や仁保

のような活動事例があることは身近にわかりやす

いお手本（モデル）があることを意味し、良い影

響を及ぼすとのことである。 

また、他の地区の活動状況がわかることによっ

て、地区同士が競争意識を出して切磋琢磨する関

係になることも期待できる。例えば、川根地区の

ある安芸高田市では、各地区の活動や郷土料理を

自慢し合う大会を開催しており、そのような関係

づくりに大きな役割を果たしている。 

さらに、川根地区にとっても、市内の他地区に

おいて自分達と同様の活動が広がることを望んで

おり、行政や各地区への働きかけも行ってきてい

る。その理由としては、「市全体が良くなることは、

川根が良くなることにつながる。オーケストラに

例えるならば、良い音楽を奏でるためには、川根

がどの楽器を持つかを考え、他の地区の楽器の音

色にも関心を持ち、なるほどと思いながら改善し

ていくことが必要。」とのことであった。 

■ 地区外とのネットワークも活動の糧に 

両地区を視察に訪れる人は少なくない。もちろ

ん、両地区の活動は、自分達のまちのために行っ

ていることであり、外から注目されるためのもの

ではない。しかし、外部から一定の評価を受け、

自分達の活動を参考にしようと同じ関心や志を持

った人々が全国から集まることによって、その場

に居ながら情報交換ができたり、喜びや励みにな

るとのことであった。このようなつきあいの結果、

行政や市内の他地区とのつながりに加え、全国の

エコミュージアム川根 
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活動家や有識者などとの緩やかで心強いネットワ

ークが形成され（全国に仲間や応援団ができ）、そ

れが活動の支えや推進力につながっていることが

感じられた。 

 
■ 人材育成とまちづくりの関係 －まちづくり

はひとづくり、ひとづくりはまちづくり－ 

両地区の活動を行うリーダー格の方々にとって、

毎日は多忙で苦労も耐えないものと推察される。

活動自体に要する時間はもちろんのこと、そもそ

も高い理念に基づく活動の意味を住民に理解して

もらうことも容易ではないと思われる。 

しかし、リーダー格の方々は活動に対して総じ

て前向きであり、我々のヒアリングの中でも、苦

労を苦労話にせず、楽しんでいるかのような語り

口が随所にみられた。そして、自治は一朝一夕に

はできず、楽しくやらなければ持続しないことを

力説していた。 

優れたまちづくりには、このような優れたリー

ダーの存在が重要であり、かつ複数人いることが

望ましい。リーダーが 1 人しかいない場合は、1

人が張り切って本人も周囲も疲弊してしまうケー

スが少なくないからである。確かに両地区には複

数人のリーダー格が存在し、役割分担や連携がう

まくなされていることも感じられた。 

 一方、現在のリーダー格の方々は高齢者が中心

であり、後継者探しが大きな課題かと思われたが、

自分たちも活動を通じて地域の中で育てられてき

たという経験から、「地域に人材はいる。リーダー

となる人材が育つ環境をどうつくるかが重要だ」

ということで、それほど心配している様子はなか

った。 

 

両地区の調査全体を通じて、リーダー格の方々

の器の大きさと懐の深さを実感し、まさに徳のあ

る人間、格のある人間と言うにふさわしい方々で

あったと思う。格のある人がまちの格をつくり、

その格が格のある人を育てるという地域文化が伝

承されていくことの大切さを感じたところである。 

 

      

 

（１）村格・都市格の定義 

■ 自治力を示す村格、発信力を示す都市格 

本調査で言う「村格・都市格」は、これからの

まちづくりにふさわしい新しい指針・目標であり、

地域力、まちづくり力などと言い換えることもで

きる。 

川根・仁保の両地区における事例は、その要件

を考えるために必要な多くの示唆が詰まっている。

この事例をはじめ、数多くの先進事例や理論の整

理・検討を行い、「村格・都市格」†2 を以下のよ

うに定義付けた。 

 

                             
†2 「村格・都市格」の言葉の由来 

「村格・都市格」という言葉に明確な定義は存在しないも

のの、過去に文化人や政治家などが用いていた記録がある。 

例えば、民俗学者柳田國男氏は「人には人格があるよう

に、村には村格がある。農地改革で村格がなくなるので、

それに代わる何かを与えなければ農村は立ち行かなくな

る。」（昭和 22 年）と述べ、元大阪府知事中川望氏は「大

阪市は人口 1位、工業出荷額も 1位になったのに、人々は

京都へ行って大阪には来ない。それは大阪に都市格がない

からで、知識、道徳、趣味、信仰・信念の四要素において

都市の精神性を充実しなければならない。」（大正 14 年）

と述べている。 

本調査では、このような歴史的な議論の背景を踏まえつ

つ、現代社会の中でこの 2つの概念を一体的にとらえるこ

とによって、地域力を測る指標として具体的に定めている。 

 
立 ち 上 が る 農 山 漁 村  

（農 林 水 産 省 主 催 ）選 定 証  

（川 根 振 興 協 議 会 ） 

3 村格・都市格の定義と推進方策 
 

平 成 13 年 度 豊 か な む らづ くり

（農 林 水 産 省 主 催 ）天 皇 杯  

（仁 保 地 域 協 議 会 ） 

村格・都市格の形成に向けた推進方策調査 
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村 格 多くの住民が幸福や生きがいを感じ

る自然環境や生涯学習活動などの暮らしの

質が豊かに存在し、多くの住民がわがまちに

誇りと愛情を持って住民活動を展開してい

る地域共同体の自治の在り方（地域共同体の

自治力） 

都市格 多くの住民が誇りを持ち、他所の

人々が尊敬するような地域固有の文化が豊

かに継承・育成され、それらをいかした価値

の創出や発信が行われている地域経営の在

り方（地域価値の発信力） 

■ 村格・都市格の好循環によるまちづくり 

「村格」の領域は、住民のわがまちという意識、

人間関係、住民自治活動などが根付いている地域

コミュニティを単位とする一方、「都市格」の領域

は、地域固有の価値を地域内外に発信しているま

とまりであり、一般的に基礎自治体を単位とする

ものであるが、「村格」と「都市格」は相互に作用

しあうものである。具体的には、各地区の自治力

としての「村格」が高まり、それらが地区間で切

磋琢磨されつつ、発信力・都市ブランドとしての

「都市格」が高まることによって、外部との交流・

連携が進み、そのことがさらに「村格」を強くす

るという好循環に期待するものである（図 表 1）。 

より強く言うならば、「村格」と「都市格」は不

可分のものとしてとらえるべきである。「村格」が

「都市格」にまで高まってこそ強固な自治力とな

り、「都市格」が「村格」に裏付けられたものにな

ってこそ本物の発信力・地域ブランドであると言

えるからである。例えば、住民自治活動に裏付け

られた観光振興・交流事業が行われている地域は、

強いまちづくり力を有していると見ることがで

きる。 

■ 「村格・都市格」の形成に向けた推進方策 

 「村格・都市格」の形成に向けた推進方策とし

ては、地域住民、行政などのそれぞれの活動に対

してＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）サイクル

に基づく評価システムの構築とともに、それらの

活動主体をつなぐ地域コーディネート機能の形成

が必要と考えられる。コーディネート機能を担う

のは行政機関や第三者機関など、様々なパターン

が考えられる。 

 

（２）村格・都市格の視点から見た当市の 

まちづくりへの期待 

村格・都市格を考えることは、これからの時代

における地域の豊かさを考えることであり、まち

づくりの本質をついたものである。本調査は、当

市にとって「村格・都市格」を定義付けることが

主目的というよりも、その本質を理解することで

まちづくりの本質的な課題を見いだすところに意

味があると考えている。 

■ 総合計画に基づく事業展開 

 平成19年度に改定した上越市第5次総合計画の

中では、「村格・都市格」という言葉を直接用いて

はいない。しかし、同計画の『基本理念』に示し

た内容はほぼ同義の概念と言っても良く、『まちづ

くり重点戦略』は「村格・都市格」を高める要素

を含む政策として設計されていると評価できる。

【図表 1 村格・都市格の関係図】 
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出 所 ）国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局 ・新 潟 県 上 越 市       
「村 格 ・都 市 格 の 形 成 に 向 け た 推 進 方 策 調 査 報 告 書 」 
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したがって、総合計画の基本理念やまちづくり重

点戦略をしっかりと推進していけば、格は自ずと

高まるという側面もある。 

一方、総合計画では『基本理念』として概念的

に示していたものを、丁寧に要素分解してチェッ

クポイント的に抽出し、そのことを強く意識した

住民主体のまちづくりを示唆したものとも言える。

したがって、『まちづくり重点戦略』に該当する事

業や住民自治の促進策を検討・推進する際には、

この「村格・都市格」指標を十分に踏まえること

によって、同戦略の効力がさらに高まることが期

待できる。 

■ プロセス重視・理念追求型のまちづくり 

当然のことながら、まちづくりには目標設定が

必要であり、その達成度は常に問われる。特に、

費用対効果を追及する行政評価においては、定量

的なアウトプット・アウトカム指標（ある事業に

よって何をどれだけ行い、その結果どれだけの成

果を出したかを数字で示すこと。）による評価が行

われる傾向がある。 

一方、「村格・都市格」は、どのような理念やこ

だわりを持って活動したかという、プロセス重視、

理念追求型のまちづくりを評価するものである。

不確実性の高い社会情勢や住民主体のまちづくり

の性質などを考慮すれば、今後はむしろこちらの

考え方が重要になるとも言える。 

 この両者の考え方をシステムとしてどのように

併用していくべきかについては、全国的な動向を

踏まえながらも、今後の大きな検討課題になるも

のと思われる。 

■ 住民自治の意義を実感できるモデルケース等

の提示 

総合計画および本調

査においては、住民自

治はあらゆるまちづく

りの礎であり、住民自

治の推進が、様々な課

題に対応できる力や、

地域に対する市民の愛

着と誇り、楽しさや生

きがい、そして市民の

幸せへとつながるとい

う視点に立っている。 

 一方、地域自治区や

自治基本条例などの制

度が自らの生きがいや生活の豊かさにつながって

いると実感するまで至っている市民はまだ少数で

あると思われる。「村格・都市格」指標を用いて、

住民自治の意義と具体的なイメージを実感できる

モデルケースを提示することができれば、住民自

治に対するより一層の理解と共感につながること

が期待できる。 

また、当市における住民自治の推進と地域ブラ

ンドの形成・発信に向けた取組は、現在各々で進

められているが、今後は双方向からの歩み寄りを

意識することによって、住民自治に対する理解と

共感に加え、「村格・都市格」の一体化による当市

のまちづくり力の高まりが期待できる。 

 

（３）当市の住民活動への期待 

■ 市内外の地域間ネットワークの構築 

上越市内においても、住民主体によるまちづく

りは数多く行われており、中には川根・仁保地区

での先進事例に引けをとらないポテンシャルを持

った活動も存在する。 

これらの活動の維持・発展のためには、活動を

通じた市内外のネットワーク構築による外部との

交流・連携促進が一つの重要な鍵になると思われる。 

市内のネットワーク構築については、市町村合

併によって地区間の垣根が低くなったことのメリ

ットをいかした展開が期待できる。一方、市外と

のネットワーク構築については、これまで町村役

場や県の出先機関がその役割を果たしていたケー

スもあり、今後はそれらに代わる担い手が必要と

考えられる。 

  

地 域 住 民 に よ る 花 壇 づ くり 
（上 名 立 地 区 振 興 協 議 会 ） 

地 域 の お 祭 り 

（名 立 ま つ り） 

村格・都市格の形成に向けた推進方策調査 
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■ 議論の積み重ねや切磋琢磨する関係への期待 

本調査では、市内の 13 区および高田・直江津の

中心市街地から 100 名以上の住民の方々に集まっ

ていただき、計 3回の住民ワークショップを実施

した。これは、各地区の課題や地域資源を抽出す

るとともに、村格・都市格形成に向けたまちづく

りの導入（試行）としての意味合いもあった。 

同じフロアの中で地区毎のテーブルに別れ、各

地区や全市的なまちづくりについての議論がなさ

れたが、市内各地区の住民が一同に会し、各地区

のまちづくりと市全体のまちづくりの双方を考え

ていく機会は新鮮であり、参加者からは良い刺激

が得られたという声も聞いている。 

また、ワークショップという手法や発表等に慣

れた方々が多いことも実感した。それだけに、今

後同様のテーマについて、様々な意見のぶつかり

合いや葛藤を避けることなく本音で議論がなされ

るとともに、そこから浮かび上がったポイントを

その場限りで終えることなく、情報として蓄積・

整理していく作業が行われれば、今後の活動のス

テップアップが期待できるものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本調査は、多くの市民の方々をはじめ、国の各

省庁や全国自治体、有識者、コンサルタント、市

の職員など、多様な関係主体によるネットワーク

の力によって成立したものである。 

また、この調査成果をもって上越市の取組を一

つのモデルとして全国展開を図ることによって、

上越市におけるまちづくりの発信や、市内外を問

わずまちづくりのサポーター・パートナーの獲得

につながることも期待される。例えば、まちづく

りにおける課題やノウハウを共有し、切磋琢磨で

きる関係（仲間）づくりや、有識者から当市の将

来を期待され、評価や助言をいただける関係づく

りなどである。 

すなわち、まず本調査のためのネットワークが

形成され、さらにそれをベースとしながらまちづ

くりのための新たなネットワークが形成されてい

くという発展過程が展望できた。実は、このこと

自体が「都市格」の形成作業そのものであり、上

越市第 5次総合計画（改定版）に示された「まち

づくり重点戦略」の一つ（「上越サポーター」の獲

得）を推進することにもなっている。 

一言で言うならば、本調査のプロセス自体がこ

れからのまちづくりのモデルと見ることもできる。

これからのまちづくりにおいては、お金や人口の

多寡のみならず、優れたまちづくりを目指す人々

のネットワークを有することが大きな強みになる

と考えられる。無論、このような人間関係を築き、

調整する初期段階においては、相当な労力が必要

である。改めて本調査に携わった企画政策課の職

員には敬意を評するものである。 

 

最後に、研究所として本調査に参画する機会を

いただいたことに感謝の念を表すとともに、本調

査にかかわられ上越市のためにご尽力いただいた

数多くの方々に対し、本調査に参画した職員の一

人としてこの場を借り、厚く御礼申し上げる。 

（主任 内海 巌） 

4 調査全体を通じて 
－本調査のプロセスはまちづくりそのもの－ 

 

 

住 民 ワ ー クシ ョップ  
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（ ）内は当時の役職・役割 

● 上越市 

企画・地域振興部 

企画政策課  

中澤 雅人 係長 

（調査担当係長） 

 

本調査は、地域発案とはいえ国策として調査

したもので、国をはじめ全国の自治体の参考と

なる調査結果にしなければならず、また、有識

者や多くの省庁職員、全国の自治体職員にも参

加いただいた調査ですので、これまで感じたこ

とのない緊張感・使命感がありました。 

また、あまり知られていないキーワード「村

格・都市格」により調査を進めましたが、どの

ように整理をすれば伝わるかについて、最後ま

で悩み、正直に言えば不安を感じておりました。 

そのような状況ではありましたが、最終的に、

地域を大切にしつつも一つの自治体として発展

していくための取組、とりわけ自治力と発信力

を高める取組とその関係を、「村格・都市格」を

切り口として、当市の取組を踏まえる中で、学

術的かつ客観的に検証することができたのは、

大きな成果になったと思います。 

今後、当市は「村格・都市格」の考え方にも

通じる上越市第 5 次総合計画（改定版）に基づ

くまちづくりを進めてまいりますが、全国の合

併市町村においても、この調査結果を活用して

いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● コンサルタント会社 

楢原 敏 氏 

（国土施策創発調査 

上越プロジェクトチーム 

マネージャー） 

 

国土施策創発調査は、国土政策を検討する調査

事業であり、そのことを地方自治体が提案できる

という特徴を持っています。地方分権の潮流の中

で、地域の主体性を大切にした国土形成を目指す

取組であり、発案自治体は先導役が期待されます。 

本調査テーマは、地方分権時代、平成の大合併

後の地域経営とガバナンスの在り方に深く関わる

課題であり、住民自治を徹底して実践する上越市

だからこそ企画できた調査でした。 

地域経営の本質的課題に対処できる地域価値を

創出するため、市町村合併によって変容しつつあ

る「わがまち」を住民の視点からコミュニティ単

位で再考しつつ、合併後に大きくなった新しい「わ

がまち」の地域アイデンティティ形成につなげて

いくプロセスや、郷土を愛し誇れるまちづくりの

指標について検討しました。 

本調査にはコンサルタントの立場から参加しま

したが、市の職員や有識者の方々と共に、上越市

の未来、日本の未来について真剣に考え、率直に

議論を交わすことができたと思っています。 

地方分権時代の自治体のガバナンスの在り方は

全国で多様に模索されていますが、上越市のよう

にしっかりとした基盤を整備している自治体は少

ないと思います。今後、住民力を発揮する「仕組

み」の上で、「わがまちとは何か」、「郷土に生きる

とは何か」、「いいまちとは何か」等について、生

きているまちを通して考え、学び合うような文化

が育まれ、地域力としての熟度が高まっていくこ

とを期待しています。 

 

 

村格・都市格の形成に向けた推進方策調査 

関係者からのコメント 
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平成 17年 1月 1日の 14市町村による市町村合

併を経て、973 平方キロメートルと東京都の約半

分もの面積を持つ都市となった当市では、持続可

能な都市構造の構築に向け、都市構造・土地利用

面での一体性の確保等が求められている。 

また、これまでのいわゆる「右肩上がりの成長」

を基軸としてきた中で整備されてきた社会資本

（インフラストラクチャー：infrastructure）の

ストック（整備量、蓄積）がもたらす維持管理費

が財政を圧迫し、さらに、少子化･高齢化、人口減

少が進む中、今までとは全く違う観点からの行財

政運営が必要となっており、都市構造・土地利用

の分野で特にそれが重要であるとも言える。 

他方、平成 26 年度の北陸新幹線開業とそれに伴

う新駅周辺地区の開発、直江津港における火力発

電所の建設やＬＮＧ受入基地の建設計画など大規

模プロジェクトも着々と進行し、都市構造・土地

利用面での適切な対応が必要となっている。 

本調査研究は、このような社会資本をめぐる環

境の変化に、いかに早く、そして適切に対応して

いくかが、将来の市政を考える上で大きな鍵であ

るととらえ、インフラストラクチャー（以下「イ

ンフラ」という。）に焦点を当て、その新しい方向

性や在り方について検討を行おうと取り組んだも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

本調査研究の初年度となる平成 19年度は、施設

の設置から廃止までを一生涯として、その間に必

要となる費用である「ライフサイクルコスト」に

特に注目し、研究を行った。 

これは、このライフサイクルコストについては、

以前よりその重要性が指摘されながら、幾つかの

個別のケースを除き、いまだ当市においては推計

等の取組がなされてこなかったことから、インフ

ラの将来にわたる維持管理・更新費用（ライフサ

イクルコスト）の見通しを推計し、その結果から

財政にどのような影響を及ぼすかを確認すること

が、重要と考えたためである。 

なお、平成 19 年度は、将来必要となる維持管

理・更新費用の概観把握を目的としたため、必ず

しも精緻な推計には固執しなかった。これは、現

状の都市構造やインフラ整備の方向性・考え方を

継続した場合、将来どのようになるのか、行政コ

ストがかかる都市の構造となってしまうのではな

いかを、概観として把握し、その結果を検証する

ことで市の職員や市民が課題や危機意識を共有す

ることに結び付けることが、最初のステップとし

て大切だと考えたからである。よって、過去のイ

ンフラの整備実績等にかんがみながら推計を行っ

たもので、将来における現実的な実現可能性等に

ついては、今回の推計では必要以上にとらわれて

いない。 

 

 

調査研究を進めるに際しては、実際に各インフ

ラを所管し、日々の業務に当たっている課の職員

1 調査研究の背景 

 
平 成 19 年 度 調 査 報 告 書  

 

持続可能な都市構造の構築に向けた調査研究 

― 上越市が保有する主な社会資本の将来コスト ― 
 

2 平成 19 年度調査研究の目的 

3 調査研究を進めるに当たって 
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等に本調査研究の趣旨を理解してもらい、調査研

究への協力を通じて、課題や危機意識を共有して

もらうことこそが、真に本調査研究を有効なものと

することであると考え、この点を特に大事にした。 

また、先に述べたとおり、平成 19年度はあくま

で概観把握が目的である。しかし、一口にインフ

ラと言っても、それは非常に多岐にわたる。例え

ば、道路一つとっても、市が管理するものには、

市道、農道、林道など様々な種類・目的の道路が

ある。また、公共施設（公共建築物）にしても、

集会施設や学校施設、消防施設など、様々な用途・

構造の施設がある。このように多岐にわたるイン

フラ一つ一つについて、過去にさかのぼり整備量

や費用等のデータを整理し、将来の推計を精緻に

行っても、膨大な手間と時間を要することとなる。 

もちろん最終的には、それら一つ一つのインフ

ラが適切に維持管理・運営されるためのシステム

が構築され、行財政運営の面からも将来にわたっ

て、いつでも容易に見通しが立てられるようにな

ることが、市としてのインフラ・マネジメントの

目的である。 

そのための最初のステップとしての概観把握で

あり、推計作業の範囲を絞りながら調査研究を進

めることには苦労した。 

 

 

 

（１） 増大する行政コストと減少するインフラ 

整備に関係する費用 

まずは、過去の当市の歳出額全体に占めるイン

フラ関係費の推移を確認してみた。 

普通会計決算額と普通建設事業費の推移を見る

と、昭和 55（1980）年度では歳出総額 469 億円に

対し普通建設事業費が 178 億円と歳出総額の

38.0％にも達していたのに対し、平成 17（2005）

年度では 980 億円に対し 122 億円と、その割合は

12.4％にまで減少している（図 表 1）。 

 

   整 備 が 進 む イ ン フラ （公 共 下 水 道 工 事 の 様 子 ） 

  【図表 1 普通会計決算額と普通建設事業費の推移(全市)】 
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国 内 総 生 産 （名 目 Ｇ ＤＰ ）（兆 円 ）

市 税 に よ る 歳 入

 
                                                     

4 平成 19 年度調査研究成果の概要 

持続可能な都市構造の構築に向けた調査研究 

（%） 

出 所 ）上 越 市 資 料 を も とに 創 造 行 政 研 究 所 作 成  （年度） 
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これを人口一人当たりで比較すると、行政コス

ト全体は増加しているのに対して、インフラ建設

に関係する費用は大幅に減少していることがわか

る（図 表 2）。 

【図表2 普通会計決算額と普通建設事業費の推移（全市）】 

 人 口  

（千 人 ） 

歳 出 総 額  

（千 円 ） 

普通建設事業費 

（千 円 ） 

Ｓ55 216 
46,925,281 

（217） 

17,819,416 

（82） 

H17 208 
97,977,581 

（471） 

12,234,570 

（58） 

増 減  ▲8 
51,052,300 

（254） 

▲5,584,846 

（▲24） 

（  ）内は人口一人当たりの金額 
出 所 ）国勢調査報告お よび 上越市資料をもとに 

創造行政研究所作成 

 

（２）市が保有する主なインフラの将来コスト 

■ 推計方法 

市道、公共下水道、都市公園、公共施設（公共

建築物）等の主なインフラの将来にわたる維持管

理、更新等に係る費用を、平成 40（2028）年度ま

でのおおむね 20 年間について推計し、その結果か 

ら今後の行財政運営にどのような影響を及ぼすか

について整理した。 

なお、本推計は今までの各インフラの保有状況

や整備量・事業費の実績値等をもとに、将来につ

いて仮定し、推計を行ったものであるため、実際

とはそぐわない可能性もある。また、第 5次総合

計画（改定版）における財政フレーム等の条件も

加味していない。 

将来コストを推計するに当たり、各費目の定義

は次のとおりとした（出所：国土交通省編『国土

交通白書2006 平成17年度年次報告』ぎょうせい、

平成 18年、p.80）。 

・維持管理費…施設等の維持のために必要な経常

的経費と新たな機能の追加を伴わ

ない補修、修繕に要する経費 

・更 新 費…施設等の耐用年数経過に基づく更

新に要する経費 

・新 設 費…施設の新設や機能の追加に要する

経費 

・災害復旧費…災害被害からの原状回復に要する

経費 

 

 

【図表 3 市が保有する主な社会資本の将来コスト（費目別）】 

0

50

100

150

200

250

300

H20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

将
来
コ
ス
ト
（
億
円
）

維 持 管 理 費

更 新 費

除 雪 費

災 害 復 旧 費

新 設 費
（ 過 去 の 整 備 や 保 有 の 実 績 等 か ら 推 計
し た も の で あ り 、 財 政 ﾌﾚ ｰ ﾑ は 加 味 し て
いな い ）

(年 度 )

H 40
1 18億 円

維 持 管理 費 と更 新 費
は 確 実に 増 えて い く。
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■ 推計結果 

市が保有する主なインフラである市道、公共下

水道、都市公園、公共施設（公共建築物）の個別

の推計結果は調査報告書に譲るが、これらに除雪

費および災害復旧費を加えた将来コストの推計は、

図 表 3 のとおりとなった。 

推計結果により将来コストは、平成 20（2008）

年度から平成 40（2028）年度までのコスト総額で

4,945 億円となった。 

維持管理費と更新費の推計期間内の合計額は

2,070 億円となり、コスト総額の 41.9％になる。 

平成 40（2028）年度単年の維持管理費・更新費

は118億円となり、総額190億円の62.1％になる。 

これを人口一人当たりで比較した結果、インフ

ラの維持管理、更新のためには、将来今以上の負

担が必要となることがわかった（図 表 4）。 

 

 

 

 

（３）今後の行財政運営に与える影響 

推計結果により、インフラの将来コストは確実

に増加していくことが確認された。その反面、今

後も厳しい財政状況の中、市全体の予算規模に占

めるインフラ整備関連費用の割合は減少していか

ざるを得ないものと推測される。その結果、本来

必要な維持管理、更新が財政面での制約等から行

われないということも想定される。しかしながら、 

適切な維持管理や更新がなされないと、後に大規

模な修繕工事等が必要となるなど結果的に本来以

上のコストがかかることになる。 

また、インフラが荒廃し劣悪な状態となり、米

国での落橋事故や日本でも度々耳にする公共建築

物の外壁の落下事故等が予想され、直接市民の生

活、安全を脅かす重大な事態へとつながるおそれ

がある。 

したがって、市として保有するインフラの将来

コストを見据えた上で、かつ、適切な維持管理、

更新への対応を行っていくことの必要性が、平成

19 年度調査研究結果から改めて確認された。 

 

（４）今後のインフラ整備の在り方 

インフラは、快適な市民生活のためになくては

ならないものであり今後も着実な整備が必要だが、

その在り方については社会経済情勢、技術革新や

生活様式の変化等にかんがみながら、より効果

的・効率的な全体マネジメントが求められている。 

今後は、市の職員や市民一人ひとりがこの問題

をより深刻にとらえ、ライフサイクルコストを意

識した計画的な取組やインフラ整備を進める行政

の体制等が重要となってくる。そうした計画的な

取組等が中長期にわたる財源の確保につながり、

その結果、良好なインフラが維持され、市民の安

全も担保される。 

また、使い捨て・消費ではなく、既存のストッ

クをゆったりと長持ちをさせながら使うストック

型社会への転換を目指し、施設の転用等で有効活

用を図るとともに、広域化した市域の中での適切

なインフラ配置を検討し、行政費用が少なく、か

【図表 4 平成 18年度維持管理費の実績と 

将来（平成 40年度）の維持管理費および更新費の比較】 

  H18 年 度  
(実 績 ) 

H40 年度 
(推計)1） 増減 

市  道  557 946 389 

公共下水道  812 1,745 933 

都 市 公 園 百万円 97 194 97 

公 共 施 設 
(公共建築物) 4,802 8,878 4,076 

計 
 

6,268 11,763 5,495 

人 口 千 人 2） 208 3） 172 ▲36 

一人当たり
の 費 用 

千 円 /人  30 69 39 

1） 平 成 40 年 度 の 維 持 管 理 費 に は 更 新 費 を 含 む  
2） 平 成 17 年 国 勢 調 査 に よ る  
3） 上 越 市 第 5 次 総 合 計 画 （改 定 版 ）に お け る 上 越 市 の 将 来

推 計 人 口 （平 成 42 年 ）に よ る 

持続可能な都市構造の構築に向けた調査研究 
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つ、利便性の高いコンパクトなまちにしていくこ

とが必要である。 

そして、これらの取組が、上越市第 5次総合計

画（改定版）に掲げるまちづくり重点戦略の一つ

である「にぎわいを生み出す空間をつくる『まち

の陣形』の強化」に寄与するものと考える。 

 

 

 

先に述べたとおり、今後はライフサイクルコス

トの概念や事業の優先順位付け手法などを包含し

た客観的・定量的・科学的なマネジメントシステ

ムの構築と、それに向けての意識付けや行政組織

の体制整備などが、特に重要となってくる。 

これらの課題の解決に向け、研究所の役割であ

る中長期的、大局的、俯瞰的視点から、調査研究

に取り組み、日々問題に直面している現場サイド

に対して、有効な政策を提示していくことが、今

後の市政のために必要と考える。 

そのための一助として、「まちの陣形」の強化に

寄与する持続可能な都市構造・土地利用の新しい

方向性や、それを実行していくために必要なイン

フラ整備のマネジメントの在り方等について、今

後も引き続き調査研究に取り組んでいく。 

本調査研究は、関係各課の協力無しには、一歩

たりとも前には進めなかった。最後になったが、

関係各課の職員等多くの方々のご協力に、この場

を借りて深くお礼申し上げたい。 

（主任 野﨑 隆夫） 
 

 

 

 

 

 

  

     

 

● 上越市 都市整備部      

笠原 博 部長 

 
 
 
 
 

高度成長期に大量に整備された施設が、今後

集中的に更新時期にさしかかってきます。この

ことの課題として維持管理費の増大が挙げら

れます。これには施設の量的、質的双方の要素

がありますが、量的な部分の縮小も検討が必要

です。 

これからは施設の長寿命化を図り、ライフサ

イクルコストを下げる取組が求められます。一

方、時代の要請や状況の変化の中で施設の新設

も行わなければなりません。今後は、どれだけ

絞り込めるかの議論も必要でしょうが、同時に、

抑制が与える景気動向への影響も懸念材料です。 

このレポートは、現場がなかなか成し得ない

部分をよく推計、分析されています。今後とも

研究所としての問題提起や提言などを期待し

ております。 

 

 

 

  都 市 計 画 道 路 （市 道 市 役 所 大 通 大 豆 線 ） 

 

5 今後の課題と調査研究の展開 

 

 詳しくはこちら 

 

● 上越市が保有する社会資本の将来コストに

関する調査報告書 

 ⇒ 上越市創造行政研究所ホームページ  

http://www.city.joetsu.niigata.jp/gyosei 

/souzou/index.html 
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今、私たちはグローバリゼーションの進展や環 

境問題への対応など、地球規模の大きな変化の渦

の中にいる。特に中国、韓国、台湾およびロシア

の沿海地方など環日本海経済圏の急速な発展は、

物流がこれまでの太平洋側中心から日本海側へと

シフトする可能性を示しており、日本海沿岸地域

の重要性が増すことが予想される。 

一方国内でも、道州制導入の議論などに象徴さ

れるように、今後の国土構造や広域自治体の姿を

模索している状態で、転換期にあると言える。 

当市を取り巻く状況も、平成 26年度の北陸新幹

線開業により高速交通体系が大きく変化しようと

している。さらに、これに先駆けて平成 23 年度に

は、茨城県ひたちなか市の常陸那珂港から群馬県

高崎市までの北関東自動車道（常陸那珂港ＩＣか

らひたちなかＩＣ間は常陸那珂有料道路）が全線

開通し、上信越自動車道（高崎ＪＣＴから藤岡Ｊ

ＣＴ間は関越自動車道）と結ばれる予定で、これ

により北関東地域との関係も強まる。 

このように、様々な状況が大きく変化しようと

している今、海陸交通の結節性、交通ネットワー

クやライフラインの要衝としての当市の特徴や優

位性をいかし、拠点性を高めることによって、高

速交通網整備によるストロー現象（交通基盤整備

の結果、沿線の大都市に人やお金が吸収されてし

まうこと。）等を防ぐ戦略が、特に重要となって

いる。 

また、直江津港の拠点化によって新潟市―富

山・金沢市等を含む日本海沿岸のラインと常陸那

珂港―直江津港―環日本海経済圏とを結ぶライン

で十字に交差する軸も形成され、直江津港はその 

中心となる。 

環境の視点からも、積極的にモーダルシフト（ト

ラックによる幹線貨物輸送を、地球に優しく、大

量輸送が可能な海運または鉄道に転換すること。）

への取組が推進されており、直江津港をいかした

まちづくりの視点が今まさに必要となっている。 

そこで、本調査研究は、直江津港のポテンシャ

ルを広域的な視点から把握することによって、直

江津港をいかしたまちづくりに向けた政策形成を

行うことを目的として取り組んだものである。 

 

 

 

本調査研究は、3か年での実施を予定している。 

1・2年目は、主に十字に交差する軸上に位置す

る港湾の現況等を把握し、3 年目（最終年度）の

平成 21年度には、十字軸の中心となる好条件をい

かし、軸上の各港湾との連携強化を図ることなど

による直江津港、そして当市の発展戦略の方向性

を提示したいと考えている。 

平成 19年度は、調査の初年度として、十字の縦

軸を中心に現状の確認等、主に基礎調査を行った。 

具体的には、各種データ収集、文献調査、直江
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直江津港をいかしたまちづくりに関する調査研究 

― 広域的な視点から見た直江津港のポテンシャル ― 

 

 1 調査研究の背景と目的 

2 調査研究の進め方 
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津港の現地調査に加え、北関東自動車道の全線開

通を見据えて茨城県常陸那珂港の現地調査を実施

した。 

また、急速な発展を続ける環日本海経済圏との

関係から、直江津港と定期コンテナ航路により結

ばれる韓国プサン港についても現地調査を行った。 

なお、調査研究に当たっては、直江津港振興・

活性化の主担当課である直江津港振興課等と密に

連携を図り、その協力を得ながら実施したもので

ある。 

 

 

 

本調査研究は、高崎経済大学地域政策学部 戸所

隆教授（研究代表者）および鳥取大学地域学部 山

下博樹准教授（研究分担者）が、文部科学省科学

研究費補助金の交付を受け実施している「環日本

海経済圏の発展と道州制を見据えた港湾政策と国

土構造の再構築」研究（基盤研究（Ｃ）課題番号

19520681・平成 19年度～平成 21年度の 3か年で

実施予定）と、研究協力を行いながら実施するも

のである。 

戸所教授の研究の第 1の目的は、整備の進む高

速交通体系を活用し、環太平洋・環日本海両経済

圏を一体化する国土形成哲学と地方行政組織・地

域的枠組みを見いだすことである。また、その視

点から国土構造と道州制の在り方を明らかにする

のが第 2の目的であり、さらに、その実現には日

本海沿岸港湾の機能強化が不可欠との仮説のもと

に、その機能強化による日本海沿岸都市の発展方

策を見いだすことを第 3の研究目的としている。 

本調査研究とは、直江津港のポテンシャルを広

域的な視点から把握しようとする点や、港をいか

したまちづくりの政策形成を目指す点等で目的が

重なり、現地調査の実施や基礎的なデータ収集等

において、多くの研究成果を共有することができ

るため、協力体制を取りながら実施していくもの

である。 

 

 

 
（１）直江津港とまちづくり 

直江津のまちは、海陸交通の結節性の高まりと

まちの発展が相互に好影響を及ぼしあいながら歩

んできた歴史的経緯を持つ。このことは、直江津

の地域アイデンティティにもかかわり、まちづく

りを考えていく上での重要な視点である。 

このような、歴史的経緯にもかんがみながら海

陸交通の結節性を高める今日的な視点から、衰退

が著しい直江津中心市街地をはじめ、当市におけ

るまちづくりにおいて、直江津港をいかしたまち

づくりの視点が重要となっていると考える。 

 

（２） 直江津港の厳しい現状と高まるポテン

シャル 

その直江津港の貨物取扱量は、輸移入・輸移出

量ともほぼ毎年減少している。 

この 10年間の推移を見ると、1/4 以下にまで減

少しており、決して好調な推移とは言えない（図 表

1）。その他の指標も一様に減少傾向にあるほか、

佐渡汽船「小木・直江津航路」問題に代表される

ように、直江津港を取り巻く様々な状況は、非常

に厳しいものがある。 

そのような中、国際コンテナ貨物の韓国航路は、

プサン港との国際定期コンテナ航路が開設されて

から順調に推移している（図 表 2）。 

 

 
直 江 津 港 と直 江 津 市 街 地  

4 平成 19 年度調査研究成果の概要 3 研究協力 

直江津港をいかしたまちづくりに関する調査研究 
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プサン港は、コンテナ取扱数量が世界で第 5位

（2007 年）の国際的な拠点港湾であり、環日本海

経済圏との関係性において直江津港のポテンシャ

ルが高まっていることの一端がうかがえる。 

また、上越火力発電所の建設やＬＮＧ受入基地

の建設計画、日精樹脂工業㈱などの大手企業が、

地理的優位性等を背景に進出する動きも起きて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

直 江 津 港 の 整 備 計 画 

（３）「中心」「交点」としての直江津港 

北関東自動車道の全線開通により、東京を経由

しない太平洋側と日本海側を結ぶ高速交通体系の

新たな横断軸が生まれる。この沿線市町村には、

新潟県の人口よりも多い 434 万人もの人口集積が

ある。 

常陸那珂港は、高規格幹線道路が港の中まで乗

り入れた日本唯一の港で、東京湾を利用しないこ

とによる時間短縮効果もあり、かつ、北米までの

最短航路にある。直江津港は、日本海沿岸地域の

ほぼ中央に位置し、交通結節性にも優れ、プサン

港などとの定期コンテナ航路を持ち、環日本海経

済圏との交流を進める上で有利である。この両港

湾の横断軸上にある地域が、双方のメリットを享

受し合いながら連携を強め、相互に物流・人流を

作り出すことが重要である。 

これは災害発生時のリスク管理にもつながるこ

とである。 

以上のように、直江津港と常陸那珂港を結ぶラ

イン、日本海沿岸地域の重要性が増す中での日本

海国土軸、この 2つの軸に環日本海経済圏への軸

を含めると、直江津港（上越市）は、十字に交差

する中心点となり、多大なポテンシャルを持つ地

域と言える（図 表 3）。 

この｢中心｣｢交点｣としての直江津港をいかした

まちづくり戦略を展開することにより当市は、交

通の結節性・拠点性を高め発展し得る。 

そして、拠点性を高めていくことは、高速交通

網整備によって活発に往来する人や物の流れを、

単に通過させてしまうだけのまちになってしまう

ことから防ぐことにもつながる。 

直江津港と直江津中心市街地は近距離にある上、

歴史の積み重ねとともに港町としての風情が残っ

ている。これは、結節性・拠点性を高めていく上

での強みであり財産である。 

直江津港のポテンシャルが顕在化する今、これ

を真の実力に変えていくための戦略・取組が重要

となっている。 

 

【図表 1 直江津港輸移出入貨物 10か年推移】  
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出 所 ）新 潟 県 上 越 地 域 振 興 局 直 江 津 港 湾 事 務 所 資 料  

を も とに 創 造 行 政 研 究 所 作 成  

 【図表 2 直江津港外貿コンテナ貨物航路別取扱量】 
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出 所 ）新 潟 県 上 越 地 域 振 興 局 直 江 津 港 湾 事 務 所 資 料  
を も とに 創 造 行 政 研 究 所 作 成  
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沖 防 波 堤

Ｌ Ｎ Ｇ 受 入 基 地 建 設 予 定 地

東 北 電 力 ㈱ 用 地

平 成 20年 5月 15日 撮 影

中 部 電 力 ㈱ 用 地

直江津港の整備計画

上 越 火 力 発 電 所

～  エ ネ ル ギ ー 関 連 大 規 模 プ ロ ジ ェク トの 進 出  ～

コ ン テ ナ ふ 頭
・－ 7.5ｍ  ⇒  － 10ｍ に 増 深
・大 型 船 へ の 対 応 強 化 :12,000t級 ｺﾝﾃﾅ船 の 入 港 可 能
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今後の課題としては、当面は「直江津港をいか

したまちづくり」という視点へ、いかに市の職員

や市民の意識を向けてもらうかに尽きると考える。 

 先に述べたとおり、直江津港を取り巻く状況は

非常に厳しいものがある。しかし、そのことばか

りに目が向きすぎて、直江津港の持つポテンシャ

ル等に関心が向かなかったり、まちづくりにいか

しきれなかったりするのはもったいないことで

ある。 

しっかりと厳しい現実に向き合いながらも、前

向きな考え方で、まちづくりに取り組んでいくこ

とが大切だと考える。 

また、平成26年度に控えている北陸新幹線の開

業をどのように迎えるかが、当市、特に交通の要

衝としての地位の低下が懸念されている直江津の

まちにとって大きな問題であることは言うまでも

ない。 

全体としてとらえれば、鉄道という陸上交通の

高速交通体系がさらに強化されることになるわけ

だが、例えば、この北陸新幹線との連結強化策や、

ビジター（来訪者）を主に対象とした産業をいか

した直江津中心市街地の活性化策など、具体的な

まちづくり戦略の方向性を見いだしていくことが、

今後大変重要である。 

先に述べたとおり、平成19年度の調査研究では、

主に広域的な視点から直江津港のポテンシャル等

を確認するため、常陸那珂港とプサン港の現地調

査等を行った。今後は、環日本海経済圏の発展に

対応した直江津港や都市機能の在り方など、直江

津港をいかしたまちづくりに向けての政策の提案

を目指し、引き続き調査研究を進めていく予定で

ある。 

具体的に、平成20年度は、調査研究の2年目と

して、日本海沿岸地域の連携強化の重要性を踏ま

え、十字の横軸を中心に日本海側に位置する港湾

の現状や課題等を主に確認する。また、今後関係

機関や事業者等へのヒアリング調査なども予定し

ている。 

【図表3 「中心」「交点」としての直江津港】 

 
 

新潟市

富山市金沢市

松本市

上田市
高崎市

前橋市
宇都宮市

水戸市

東京

関越自動車道

上越新幹線

北陸自動車道
北陸新幹線

上信越
自動車道

北関東
自動車道

ひたちなか市

北米航路

欧州航路

北海道航路 他

北海道航路
（運休中）

九 州 航 路
（運休中）

佐渡航路

韓国航路

中国航路

上信越道-北関東道
沿線市町村人口

新潟県人口 243万人

434万人

注
・人口はH17年国勢調査による。
　　新潟県：2,431,459人
　　上信越道－北関東道沿線市町村
　　：4,336,818人
・北関東自動車道表示区間には、
　常陸那珂有料道路も含む。
・高規格幹線道路、新幹線及び港湾等は、
　説明に必要なもののみを表示した。　　 
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韓国プサン港 

「中 心 」「交 点 」とし て の 直 江 津 港  

直江津港 

常陸那珂港 

上越市 

 

出 所 ）上 越 市 創 造 行 政 研 究 所 「研 究 ノー ト No.6」 

5 今後の課題と調査研究の展開 

直江津港をいかしたまちづくりに関する調査研究 
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これらの調査によって実際の現場の声から直江

津港の問題点などを把握し、直江津港をいかした

まちづくりに向け、どういったところを改善し、

また、伸ばしていくべきか等のヒントを得て、政

策提案につなげていきたいと考えている。 

上越市第5次総合計画（改定版）に掲げるまち

づくり重点戦略の一つである「にぎわいを生み出

す空間をつくる『まちの陣形』の強化」のために

も、直江津港をいかしたまちづくりの実現に向け

て、今後も引き続き調査研究に取り組んでいきたい。 

最後になったが、本調査研究に当たり、ご助力・

ご協力をいただいた多くの方々に、この場を借り

て深くお礼申し上げたい。（主任 野﨑 隆夫） 

 

 

      

 

● 鳥取大学地域学部  

山下 博樹 准教授 

（研究分担者） 

 

 

 

今回の科学研究費補助金によるプロジェクト

では、直江津港と鳥取県の境港を中心に、環日

本海のモノ・ヒトの流れとそれによる地域の活

性化を検討しています。 

直江津港も境港も後背地が小さく、港湾機能

としては必ずしも大きくありませんが、それぞ

れの地域の活性化に結びつく港湾利用のアイデ

アがあるはずです。今後は港湾を利用する企業

などへの共同アンケートの実施などさらに連携

を強め、研究の発展を目指していく予定です。 

こうしたきちんとした研究を基礎に市の計画

に応用していくことは欧米では当たり前ですが、

日本の地方自治体では貴重な取組だと思います。

他の自治体の良い手本となることを期待してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  上越市 産業観光部 

直江津港振興課 

星野 悟史 係長 

 

 

 

当課では、直江津港の振興を図るため、県や港

湾事業者等と連携し、地元はもとより、後背地で

ある長野県の企業等に対して、官民一体となった

ポートセールスを展開しているほか、航路サービ

スや港湾機能の充実に向けた取組を行っています。 

直江津港の振興のためには、何より貨物や旅客

の確保が大前提であり、また、多くの皆さんに港

を利用いただくことで、より使いやすい港になる

ものと考えています。 

港湾間の競争が激しさを増す中、データの収

集・分析や直江津港の持つポテンシャルの調査研

究、有効なインセンティブ制度の検討など、より

戦略的な施策を展開するための取組がますます必

要になると考えます。 

 

  

 

 詳しくはこちら 

 

● 直江津港をいかしたまちづくりに関する調査 

― 広域的な視点から見た直江津港のポテン

シャル ― 平成19年度調査報告書 

⇒ 上越市創造行政研究所ホームページ 

http://www.city.joetsu.niigata.jp/gyosei 

/souzou/index.html 

平成 19 年度事業概要 

関係者からのコメント 
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研研究究交交流流活活動動報報告告    

当研究所では、政策形成能力を高める研究ネットワークの構築を図るため、他の研究者や研究機関な

どとの研究交流活動を行っている。ここでは、平成 19 年度の活動から、日本地域政策学会と都市シンク

タンク等交流会議へ参加した際の概要について紹介する。 

     

 

 

 

■日時：平成 19年 7月 28 日 10:00～17:00 

■日時：平成 19年 7月 29 日 10:30～16:00 

■会場：信州大学旭キャンパス（長野県松本市） 

 

日本地域政策学会は、地域政策を創造的に研

究・議論する全国学会であり、毎年開催される全

国研究大会は、全国各地の大学研究者、研究機関、

自治体等職員、ＮＰＯ等の団体や個人が垣根を越

えて集い、地域政策の在り方について情報交換で

きる学術・活動交流の場となっている。 

研究所からは、平成 17年度からシンポジウムの

聴講や分科会での発表を目的として参加している。 

 

● シンポジウム  

「地域ブランドによる地域振興 

－地域の価値創成を目指して－」 

近年、全国各地で地域ブランドによる地域振興

が図られているが、本シンポジウムでは、青森県、

長野県、伊達市、鳥取県の事例報告が行われた。 

青森県の事例報告者からは、3 つのポイントと

して、「地域ブランドの対象が地域なのか、商品な

のかを明確にすること」、「ブランドの中心・核と

なるものには地域の風土や歴史といった文化的要

素を踏まえること」、

「地域ブランド構築

のための制度設計は、 

事業の継続性、参加

者の統合力、指揮命

令主体の設定、認定 

 

 

品の入れ替えなどのマネジメントが重要であるこ

と」が挙げられた。 

会場を交えたディスカッションでは、地域ブラ

ンドと地域アイデンティティとの関連性が話題の

中心となった。「地域ブランドは市場を意識して構

築するため、必ずしも住民が持つ地域アイデンテ

ィティと共有できるとは限らない。その場合は、

地域アイデンティティの醸成を図り、両者のマッ

チングを戦略的に行う必要がある」などの意見が

出されていた。 

● 分科会 

 「ビジター産業を活かした中心市街地の再生 

－コンパクトなまちづくりを目指して－」 

発表者：野﨑 隆夫 主 任 他 4名 

討論者：植木 千恵 研究員 他 1名 

 はじめに、交流人口の増加を促すビジター産業

を活かしたコンパクトなまちづくりの方策につい

て、上越市、境港市、伊勢崎市、高崎市、館林市

の事例が発表された。  

当研究所からは、野

﨑主任が「ビジター産

業をいかした高田・直

江津の再生」と題し、

歴史的建造物である

「町家」、「雁木」をいかした高田中心市街地活性

化の事例を紹介するとともに、直江津中心市街

地・直江津港の現状とこれからの再生に向けた 

ポイントとして「港・海を意識したまちづくりの

必要性」、「直江津駅と直江津港間の結びつきの強

化」、「直江津港・海を取り巻くビジターを直江津

市街地へ誘導する策」を提示した。 

1 
日本地域政策学会 

第 6 回全国研究【長野】大会 
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 各事例発表に続い

ての討論では、討論

者である植木研究員

が、住民が大切にし

たいまちの姿と外に

発信するまちの姿と

が異なった場合の調整方法を論点として示した。

他の討論者は、「ビジターを点で受け入れるのか、

面的に受け入れるのか」などの視点も重要である

と示した。 

それを受けた全体討議では、聴衆も交えて意見

交換がなされた。各地の事例が紹介されるなかで、

生活者、住民が豊かな日常生活を過ごせる空間こ

そがビジターにとって非日常の魅力的な空間とな

りえることから、「生活空間」と「観光空間」とを

融合させることがビジター産業を活かした中心市

街地再生のポイントであると整理された。また、

身近な地域資源をどのように見いだし、ビジター

に向けて演出するのかについても議論がなされた。 

 

 なお、本分科会への参加は、「直江津港をいかし

たまちづくりに関する調査研究」（p.34～ 38 参照）

の推進にも寄与するものである。 

 

 

 

  

■日時：平成 19年 8月 1日 11:00～12:45 

■場所：日本都市センター会館（東京都千代田区） 

 

地方自治体は、地方分権が進む中で地域の課題

に対応していくため、政策立案能力の向上が求め

られている。その一環として、一部の都市では政

策研究を行う専門的組織（都市シンクタンク）を

設置する動きが見られ、その数は全国で 41団体†1

となっている。 

                             
†1 日本都市センターが把握している団体のみ 
（平成 20 年 4月現在） 

(財)日本都市センターでは、これら都市シンク

タンク間の連携を目指し、組織運営や研究活動上

の共通課題について情報・意見交換を行うため、

「都市シンクタンク等交流会議」を毎年開催して

いる。 

 

平成 19年度の会議では、「都市シンクタンクの

活動状況等に関するアンケート調査」の結果報告

と、中野区政策研究機構 所長 澤井安勇氏（前 総

合研究開発機構 理事）による講演のほか、うつの

みや市政研究センターの概要報告がなされた。 

 澤井氏は、「都市シンクタンクの意義と中野区政

策研究機構の理念」と題した講演の中で、都市シ

ンクタンクは科学的、客観的な分析・評価を行い、

その結果を政策変更・形成過程に反映させるため、

代替政策案の提言を行う組織であると述べ、その

中でも自治体シンクタンクは、庁内における政策

形成支援、他の社会アクターとの交流・連携、地

域政策ネットワークのコーディネート、市民への

情報発信・解説といった役割を担っているとした。

また、課題として政策提言等における自由度確保、

庁内組織との調整、知的インフラのストック形成

（職員のジョブローテーション）があると指摘した。 

これらを受けて、

自治体シンクタン

クの運営問題につ

いて具体的な取組

を交えた意見交換

がなされた。 

 

自治体シンクタンクの運営方法については一般

的に確立されたものはなく、各都市がそれぞれの

創意工夫に基づいて調査研究活動を行っているの

が実態である。 

 当研究所では、このような機会を活用して他の

都市シンクタンクとの情報交換等を進め、運営等

の参考にしていきたいと考えている。 

（研究員 松原 あゆみ） 

2 
第 10 回 

都市シンクタンク等交流会議 

 

 


